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ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(l71

65 ・ 14~65 ・ 21

65 ・ 22~

おわりに

(以上本号)

(55巻4号以下)

65・141) a)太陽が沈んで、 (undergeit)その日(=昼間、日中)が終ると(=ない

し、終った時は)、2)その(=問責されるべく召喚された)家臣はもはや(ないし、

それ以上)、主君の(問責を受ける)ためにレーン法廷に出頭する(ないし、して

いる)(to lenrechte to stande) 3)義務がなく、また彼の(他の)家臣たちも、(主君

のために)判決を発見する (ordelto vindende)4) (義務はない)0 a) .5) b)しかしな

がら、主君の(=主君による)問責が(それまでに)終っていないならば、彼(=

主君)は、判決をもって(=判決を得た上で)、そこで問責されている者に14夜後

に(次の)裁判期日を定め(て彼を改めて召喚す)る Qenemedegedingen) 6) こと

ができる。b)・7)

AV2・16(冒頭)1) 太陽の出現から下降まで(の問)は (Abortu solis us-

que ad descentum)、(レーン法廷の)審理 (placitatio)9) を始めることが許され

る。10)

1) Text (Ssp.-Lnr.)， S. 86のFn.73は、このレーン法65. 14について AV2・16の参

照を求めている。確かに、レーン法65・14の冒頭、 (Alse)de sonne旦坐盟主の

件は、 AV(2・16、註.8の箇所)の solis(usque ad) descensumの語と紛らわしい

が、この点を除くと両条項にはまったく共通点がない、というだけでなく、「レー

ン法」の desonne under geitとAVのsolisdescensusの誇も、(少し立ち入って検討

してみると)それぞれ別なことを述べていることが判る。したがってこのレーン

法65・14は、 (AV2・16に対応する条項ではなく)、すぐ前のレーン法65・12と65・

13と同時に、「レーン法Jで(新たに)補足されたもの、と見るべきであろう。特

にその点に注意して次註以下の訳註における検討を参照されたい。

2 )ここまでの件(全体)が(具体的には)r日没(時)Jのことを述べており、したがっ
て、(前半の)de sonne under geitは「太陽が沈む(=没する)Jの意であることは、

(後半の)r(その)日(=昼間)が終る」といっ (AVには見られない)文によって、誰
の自にも明らかであろう。この点については、後註・ 5と7、および、 8と10を

も参照されたい。

北法55(3・379)1285 
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3) to lenrechte stanの語は、(石川「ラント法とレーン法」、 1612頁、および、(それへの)

註 .32で検討しておいたように)、本条のほかに後出レーン法66・5(=AV2・34)

と67・4(=AV2・40)にも姿を見せるが、いずれも、 r(主君から問責される)家臣
が(主君から召喚されて)(レーン法廷に)出頭する」ことを指している o このレーン

法65・14においては、この語の主語は(単数の)de manであり、しかもこの件に

ひきつづき、(これとは別にH(複数の)sine manも判決を発見する(義務はない)J、
と述べられているから、この語がレーン法廷における (f判決の発見jを通じて、そ

の)審理に協力する(Ienrechtesplegen)義務を含んでいないことは明らかであろ

うo この点については後註・ 10、および、後出レーン法66・5と67・4の用例に

ついての検討をも参照されたい。

4) ordel vindenの語については、前出レーン法65・10(=AV2・14.前半)、註・ 8を

参照されたい。本条(この箇所)の ordelvindenの語も、 (f賛同jをも含めた)広い意

味で用いられている、と解される。

5) ここまでの a-aの件は、前註・ 1で指摘した問題との関連で、できるだけ(私

見に有利な)結論を先取りしないように(=具体的には、できるだけAV2・16(冒頭)

の一文の論旨に近いように)、本文においては merの語を「もはやJ、tolenrechte 

stanの語を「出頭する」と訳し (fそれ以上」、および、「出頭している」は補訳にとと

め)ておいたが、仮にそれ(=a -aの件)を AV2・16(冒頭)の一文と(基本的に)

同旨のことを述べていると理解しようとすれば、(少なくとも)さらに undergeitの

詩を「沈み(=傾き)はじめ(る)Jと解するだけではなく、 dachの語も r(真)昼」
( =middach)と解さなければならなくなる。しかし、後続の b-bの件は、こう

した解釈にとってさらに決定的な障害になるであろう。(この点については、後続

のb-bの件を、後註・ 7で述べることと併せて参照されたい)。

(なお、ラント法3・61・4には、「参廷(=裁判集会に参集する)義務を負うすべての

者は、そこに裁判官が居るならば、太陽が昇ってから正午まで(tomidden dage)、ge

richteを待たなければならないj、という規定があるが、念のために一言しておくと、こ

れは(ラント法上の)裁判集会の開廷にかかわるものであり、『邦訳j(310頁)の「裁判」

は(そのことをより明確にするためにJr裁判集会(の閉廷)Jと補正しておきたい)。

6) jm. degedingenの語については、前出レーン法65・3(=AV2・1、2・2)、註・

4、および、(そこでも挙げた)レーン法18、註・ 2を参照されたい。なお、上掲・

邦訳でこれを r(次の)裁判期日を定める」と訳し、「彼を改めて召喚する」を補
訳に廻したのは、本条がレーン法廷(の審理)の「延期」にかかわることに配慮し

たからである。

7)ここまでの本条の後段 (b-bの件)は、(主君の問責が終っていないならば、「彼は、

判決をもって、そこで問責されている家臣に14夜後に裁判期日を定め(て彼を改めて召喚

す)る」のだから)、主君による問責(の審理)はすでに開始されており、しかもそ

れが(定められた時刻までに)r終っていない」場合に、(その=最初の裁判期日の最

北法55(3・378)1284



ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳(17)

後に)主君の取るべき措置について述べていることは明らかであり、このb-b

の件とのつながりからも、本条の前段 (a-a)の件(全体)、(特にその冒頭(註・ 2

まで)の「太陽がundergeit (=沈み、その姿を没して)その日が終ると」の一文)は、主

君による問責の審理の「開始J(=レーン法廷の「開廷j)ではなく、その日の審理の

「終了J(=レーン法廷の「閉廷J)(の時刻)にかかわる、と解さなければならないで

あろう o

これに対して、(前註・ lで述べたように、エックハルトがこの条項に関連してーー

その対応条項として?一一参照を求めている)AV2・16の冒頭の一文(註・ 8までの

箇所)には、 abortu soIis usque ad descensumという表現が姿を見せる。 AVではひ

きつづき f(レーン法廷の)審理を始めることが許される」と明記されているから、

これがレーン法廷(の審理)の開始(=いつからいつまでレーン法廷を開廷することが

できるか)にかかわることは明らかであろう。このうち (solis)descensusの語は、

Text (AV I)の Gloss紅 (S.128)では型盟型 (derSonne)と訳されており、「レー

ン法Jのundergeitの語と(いささか)紛らわしいが、前出 AVl・133(後半)(=
レーン法65・2)では、「午前中(叩temeridiem) (であれば)…(主君は)レーン法廷

の審理 (beneficialisplacitatio)を始めることができるj、とされているから、 AV

( 2・16の冒頭)の (solis)descensusの諾は、 (rレーン法Jの叩derganのように「日没J

を指すのではなく)r太陽の下降J(= r太陽が傾き沈みはじめるJ)を指す、と解さな
ければならない。

(なお、 adsolis descensumの語は、後出 AV2・18(=レーン法65・16)と2・21(=

65. 18の冒頭)にも、一一いずれも主君ないしレーン法廷が(召喚された)家臣の出廷を

待つべき限度として一一姿を見せるが、「レーン法jではそれに対応する箇所はいずれ

もwantede sunne neder ga (od. geit)となっていて、 descensusの語に対応して--under-

ganの語ではなく一-nederg却の語が用いられているだけでなく、そのうちのー箇所

(=レーン法廷65・16)では、それにひきつづき「すなわち、回 middage(=正午まで)j

と補足されている)。

さらに、本条の直後につづくレーン法65・15の冒頭には、「午前中 (vormid-

dage)であれば、主君は彼のレーン法廷(における)審理を始めることができるj、

という AV2・16の冒頭の一文(から、「太陽の出現からjの語が省略されただけで、

それ)に対応する記述も姿を見せる。また、このレーン法65・14で扱われている

レーン法廷の「延期」は、直前の(いずれも AVに対応条項のない)レーン法65・12

と65・13で扱われていた問題である。これらの点をも考慮に入れると、このレ

ーン法65・14は、直前の65・12や65・13と同時に、「レーン法」で新たに補足さ

れたものであって、(エックハルトが参照を求めている)AV2・16とは(まったく)

別なことを述べたものである、ということは明らかであろう。なお後註・ 10を

も参照されたい。

8 )前註.7を参照。

jヒ法55(3・377)1283
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9) placitatioの語については、前出レーン法65・2=AV 1・133(後半)、註・ 5、お

よび、レーン法65・3=AV2・1、註・ 14を参照されたい。

10)前註・ 3と7で述べた私見に関連して次のことを補足しておきたい。私はかつて

「レーン法Jにおける tolenrechte stanの語を検討した際に、レーン法65・14を次
のように訳しておいた(石川「ラント法とレーン法J、1634頁、註.32) 0 r太陽が沈み
(はじめ)(真)昼が終わる時、(その)家臣はもはや彼の主君のレーン法廷に出頭し

ている義務がなく、(以下略)J。アンダーラインを付した箇所は、 underganの語を

(まさに)前註・ 7で指摘したように誤解したものであり、当然、上掲・邦訳のよ

うに改めなければならないであろう。しかし、同註の末尾、および、それに対応

する本文 0612頁)でωlenrechtestanという表現について述べたことがそれにも

かかわらず正しかったことは、後出レーン法66・5と67・4におけるこの表現の

用例の検討によっても確認されるはずである。

65・151) a)午前中 (vormiddage)であれば、主君は彼のレーン法廷(における

審理)を (sinesdegedinges)を始めることができる。2) 彼(=主君)(のため)に

(今)(レーン法廷における)審理の時(であること)(de degedinges tit) 3) が判決を

もって認められ(て)(irdelet si) 4) さらに彼(=主君)が代言人(vorspreke)を受

け取った5) 時(ないし、後)、彼(=主君)は(次のように、判決を)問うべきであ

る、(すなわち)彼(=自分、主君)はそもそも(icht)(誰かに命じて)、彼(=自分、

主君)が彼の(ある)家臣一一(すなわち)彼(=自分)が彼の問責のために(=そ

の家臣を問責するために)(umme sine sculdegunge)6) (裁判期日を定めて)そこへ

(=ここへ)召喚しておいた (deme(manne) d紅 gedegedingethevet) 7) 彼の(ある)

家臣一ーをレーン法廷に呼び出させること (tolenrechte eschen laten)ができる

(ないし、できないもの)か8) と。それ(=そのことができるという判決)が発見さ

れる(ないし、された)(gevunden wert) 9)時は、彼(=主君)は、誰が(主君の命

を受けて)彼(=問責される家臣)を(法廷の場へ)呼び出す (eschen)べきか(につ

いて)、(判決を)問うべきである。そこで人(=判決を間われた家臣、ないし、レー

ン法廷)は、それは(誰か)ある彼(=主君)の使者10) が(なすべきであり)、裁判

集会を開いて(審理して)いる (degedinget)11) 法廷の詰まで (oppe制巴帥 des

hoves) (ないし、端に居ても)12) 彼(=主君)の家臣二人がそれを聞く(ことがで

きる)ようになす(=大声で呼び出す)べきである、と(いう判決を)発見す9)べ

きである。また、その者(=使者)は(その際に)次のように(ないし、次のよう

な文言を)述べるべきである。(すなわち)f私は何某〈コントラートないしハ

北法55(3・376)1282
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インリヒ〉に、 一度(ならず)、 二度、 三度(と)、彼が(裁判期日を定めて)こ

こ(=このレーン法廷)へ召喚されているそうした(責ないし罪過についての)

問責の(=問責を受ける)ために (ummeso gedanes sculdegunge， alse eme her ge-

degedinget is) 13)わが主君の御前に呼び出す (eschen)8)(ものである)J、と。a).14) 

b)彼(=問責される家臣)がその時そこ(=レーン法廷)に居なければ、使者は主君

の許へ戻って、(次のように)述べるべきである。「主君よ、彼(=問責される家臣)

はそこ(=レーン法廷)に(来て)いなかったし、 f皮(=その家臣)の(切迫した)

窮境 (not)15)を証明しようとする者も誰も(いなかった)J、と。b)'16) c)そのこ

とを使者が認める(ないし、認めた)時は、主君は、くこの場合〉、それについて

の法(=判決)は{可か (watdar rechtes umme si) (=それについてどう判決すべき

か)、17)問うべきである。そこで人(=判決を関われた家臣)は、法(の定め)に

従い (torechte)、18)人(=主君)は彼(=問責されるべき家臣)をもう一度(法廷に)

呼び出す8)べきであり、それから(彼がそこに居ない場合には)三たび(彼を(法

廷に)呼び出すべきである)、と(いう判決を)発見すべきである。c)'19) d)そのこと

(=問責されるべき家臣の呼び出し)を、人(=主君)は、誰であれ(同じ)一人の

使者によってなすことができるom人(=主君)は、しかし、人(=主君)が彼

(=問責されるべき家臣)を呼び出す度ごとに、人(=主君)はそれぞれ別の家臣

(たち)を(証人として)もたなければならない。d)・21)

AV2・161) a)太陽の出現(=太陽が昇って)から下降(し始める)まで(の間)

は、22)(レーン法廷の)審理を始めることが許される。判決がそのこと(=審

理の開始)を許したならば、主君は、誰が法(の定め)によりその者(=そのレ

ーン法廷に召喚されていた家臣)を呼び出す (citare)23)べきか、(判決を)問う

べきである。このこと(=法廷への呼び出υは、家臣すなわち (vel)主君の
使者24)がなすべきであり、(その際、使者は)そこで主君が裁判集会を開いて

(審理して)いる (placitat)法廷 (curia)25)の端で主君の家臣二人に聞こえるよ

うに、次のように(=次の文言を)(大声で)述べる(ことによって、そうす)べ

きである。「私は一一彼に帰されている責(ないし、罪過)(culpa)お)のゆえ

に問責される(incusatus)27)一一何某を、私が法(の定め)により (exiustitia) 

そうしなければならないように、一度(ならず)、二度、三度(と)、主君の御

前に呼び出す (cito)23) (ものである)J、と。a)・28) AV 2・17 b)もしその者

が不在であれば、使者は主君の許まで戻り、(次のように)言うべきである、

北法55(3・375)1281
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「私は、問責される者27) を見なかったし、また、法(の定め)によって (per

iustitiam)、誰かその者の側から(送られて)その者の欠席(ないし、不在)を

釈明すべき者も(見なかった)j、と。b)・29) AV 2・18 c)まさにそのことを

使者(たち)が認める(ないし、認めた)30) ならば、主君は、このことについ

て(自分が)その者(=問責される家臣)になすべきことは何か、31l(判決)を問

うべきである。(この質問に答えて)(次のように)判決されるべきである、彼

(=問責される家臣)に対して、二度、さらに三度(と)、先の手順と同じよう

に(=同じ手順で)呼び出し (citatio)32)が行われるべきである、と。c)・33)

1 )このレーン法65・15は、 AVの2・16、2・17、2・18の3条項に対応している。

これら 3条項のうち AV2・16の冒頭は、すでにすぐ前のレーン法65・14の項で

も、それとの相違を明らかにするために掲げておいたが、ここでは(前条について

述べた私見にもとづき、その冒頭部をも含めた)AV2・16の全文を掲げる。また、

AV2・18の末尾には、さらに次のレーン法65・16に組み込まれた文が(二つ)つ

づいているが、それは次のレーン法65・16の項に掲げるo

2 )ここまでの件については、前条(=レーン法的・ 14)への註・ 2、5、7、8(など)

で述べた私見を参照されたい。

3 )この (de)degedinges titの語が I(まだ)審理(を始めること)の(できる)時J= I午

前中jを指すことは、すぐ前(註・ 2まで)の件とのつながりから明らかであろう。

この点については、前出レーン法65・10(=AV2・14・前半)、註・ 2(の箇所)、

および、(同註で引用した)ラント法 1. 59・2を参照されたい。(なお、念のために

付言すると、ラント法3・61・4では、「すべての(ラント法上の)参廷義務(を負う)者

は、裁判官がそこに居合わせる場合、太陽が出てから正午(ないし、真昼)までgerich・

te(s)を待たなければならないJとされているが、この条項の gerichteの語も、「裁判(な

いし、審理)の開始Jを指している)。なお、 AV(2・16)の対応箇所には、こうし

た「審理の(=審理を始めることのできる)時」に関する記述は見当たらない。

4) irdelen (=回目len)の語は、(いずれも AVに対応条項のない)前出レーン法45・2

(註・ 3の箇所)と51(註・ 3の筒所)では、(罰金を)I科すjという意味で用いられ

ており、本条でも I(判決をもって)与える (zuteilen)Jという意味で用いられてい

る、と解されるが、本条では、文脈上(=r審理の時(であること)Jが「判決をもっ
てJとあるので)、「認め(られ)るjと訳しておいた。なお、 AV2・16の(註・ 26に

つづく)対応箇所は、「判決がそのこと(=審理の開始)を許したならばJとなって

おり、そこでも irdelenに対応する語は(まだ)用いられていない。

5 )以上の「代言人」に関する記述も、 AV2・16には見当たらず、「レーン法」で補

足された(と目される)ものである。この点については、前出レーン法65・10(= 
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AV2 .14.前半)、 b-bの件の本文、および、註.6と8で述べたことを参照

されたい。

6 )この箇所のummesine sculdegungeの語は、(すぐ前の)レーン法65・13のdeerste 

sculdegungeや(特に)レーン法65・4のdesherren sculdegungeとのつながりから

は、「主君による問責J=r主君が(その家臣を)問責すること」と読めないことはな
い(ないし、読むべきである)とも考えられるが、ここでは、文脈上(具体的には、

この諾が(主君の問責を受けるH彼のある家臣Jを形容する文の中に位置していること
を重視して)、「家臣の問責J=r家臣を問責することJに力点を置いたものと解し、
「その家臣を問責するためにjという補訳を加えておいた。なおこの (um)sine 

sculdegungeの語については、前出レーン法65・3(=AV2・1-2・3)、註・ 3、

および、後註・ 13をも参照されたい。

7) jm. degedingenの語については、前出レーン法65・9(=AV2・11)、註.1を参

照されたい。

8) eschenの語については、(同じく)前出レーン法65・9(=AV2・11)の註・ 8と17

を(またここまでの件については、後註・ 28を)参照されたい。

9)この箇所のvindenの語は (volgenをも含めて)広義に用いられている、と解される。

この点については前出レーン法65・14、註.4、および、(そこでも挙げた)レー

ン法65・10、註.8を参照されたい。

10)この r(主君の)使者Jが、前出レーン法65・9(ニAV2・11、2・12)(註 4の箇
所)の(問責される家臣をレーン法廷に I召喚する」ための)r使者」と異なった役目を
もっており、したがってそれと異なった人物であ(りう)ることに注意されたい。

なお、この「使者」については、後註・ 24で述べることをも参照されたい。

11)この笛所の degedingenの語は、すぐ後(註・ 12の箇所)のhof(=法廷)の語を形容

する文の中に姿を見せるので、「裁判集会を開いて(審理して)いる」、と訳すこと

にした。前註・ 3と7、および、次註・ 12を参照されたい。

12)この箇所のhofの語が r(現に)裁判集会を開いて(問責される)家臣について審理
し(ょうとし)ている法廷Jを指すことは、文脈上明らかであろう。前註・ 11を参
照されたい。なお、この「法廷jが屋外の開かれた場所でなければならないこと

については、前出レーン法65・2(=AV 1・133・後半)、および、レーン法65・

3 (=AV2・1-2・3)への註.9を参照されたい。

13)この箇所の sculdegungeの語は、(補訳を加えたように、問責を受けるべく)召喚され

ている家臣を呼び出す文言の中に姿を見せる、というだけでなく、 AV(2 .16、

註・ 27)の対応箇所では、(召喚された家臣のことが)r彼に帰されている責(ないし、
罰過)のゆえに問責される(者)j、と言われていたことを考えると、ますます[家

臣を問責する(こと)Jという合意が強い、と思われる。前註・ 6と後註・ 27を参

照されたい。

14)ここまでの a-aの件は、 AV2・16と(基本的には)同じことを述べている(と解
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される)が、後者lミ(幾つかの)補足を加えていることに注意されたい。この点に

ついては、さらに後註・ 28をも参照されたい。

15) この notの語は、 AV(2・17の末尾)の対応筒所にはそれに当たる語が見られない

が、(実質的に)前出レーン法24・7(=AV 1・55・b、1・56)(註・ 7の箇所)の

e油tnol(=r真にやむえない事由J)を意味する、ということに注意されたい。(それ
は、単に本条(この箇所)の notの語を具体的に理解するために必要、というだけでなく、

AV (1・ 56)の対応箇所でも echtnotに当たる語は用いられていないから、 echtnotの概

念は「ラント法j執筆時にはじめて確立されたことが、本条(この箇所)のn国の語によっ

ても裏づけられるからでもある)。

16) ここまでの b-bの件は、(註 .29までの)AV2・17に対応しているが、(前註・ 15

で述べた点を含め)後者と表現の違いこそあれ、(実質的に)同じことを述べている

ことは明らかであろう o

17) この箇所の rechtの語が(具体的には)1判決」を意味することは、ひきつづき述べ

られる判決の文言、および、 AV(2・18)(註・ 31)の対応箇所が(もともと)1この

ことについて(自分が)その者になすべきことは何か」という判決の具体的内容に

かかわるものになっていたこと、によって裏づけられるであろう。

18) この箇所の ωrech包に対応する語は AV(2・18)には姿を見せず、この語は、(お

そらくすぐ前(註・ 17の箇所)でAVのテキストにはない肥chtの語が用いられたことに

伴い)、「レーン法」で補足されたもの、と推定される。また、この箇所では、(判

決を関われた)家臣によって発見されるものがrechtと言われているのではなく、

家臣が(すぐ後で述べられているような)判決を発見することが(全体として)1法(の
定め)に従って(いる)Jと言われていることに注意されたい。なお、この箇所の

ω児chleの諾を「法(の定め)に従い」という意味に解するについては、特にラン

ト法2・12・11の(他の者が発見した)判決を非難しようとする者が述べるべき文

言 =1その者が発見した判決は間違っている (unrecht-nen rechtと言われていない

ことに注意)、その判決を私は非難する、そして(私は)それを私が法(の定め)に

従い (torechte)そこへ持ち出すべきところ(=上級の、あるいは、国王(の)裁判所)

へ持ち出して、私が法(の定め)によれば (dorchrechte) (当然)それを持ち出すべ

きところでそれについて(改めて)判決を請う(ことにする)J、を参照したことを

申しi添えておきたい。

19) ここまでの c-cの件は、 AV2・18に対応しており、前註・ 17と18で述べたよ

うな表現上の違いはあるものの、それと同じことを述べている(と解される)。

20) したがって、それ(=3度の呼び出し)は同じ(一人の)使者によって行われでもよ

いし、その都度異なる 3人の使者によって行われでもよい、ということになる。

この点については、次註・ 21、および、後註・ 24を参照されたい。

21)ここまでの d-dの件は、それに対応する文がAV2・18には見当たらず、「レー

ン法」で補足された(と目される)ものであるが、それについては、前出レーン法
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65・9(=AV2・13)、註.8、および、(本条の)後註・ 24を参照されたい。

22) ここまでの件は、「レーン法jの冒頭では(単に)I午前中はjと改訂されている

が、その理由については、(前註・ 2でも挙げた)前出レーン法65・14への註・ 2、

5、7、8(など)で述べたことを参照されたい。

23) この箇所の citareの語については、前出レーン法65・9(=AV2・13)、註.17で

述べたことを参照されたい。

24)上掲・邦訳では、この箇所の velの語を「すなわち、換言すればjの意に解して、

(単にJIすなわち」と訳しておいた。 AV以外の(当時、中世ラテン語で書かれた)

文献にこうした(ドイツ語の oderの場合と同じ)用例があるか、私には確かめるべ

くもないが、 AVで(主君の使者を指す)nuncium (1レーン法Jでは bode)の前に
homo velの語が加えられているのはこの箇所以外にはな(く、「レーン法」でも

bodeの語の前に m叩叫erの語が付け加えられている例はな)いし、この条項の場合、

もしこの語を(通常の用例に従い)Iあるいは、それとも」と解し、「家臣」と「使者」

は別人と考えると、(主君の質問に答えて)家臣が発見した判決には、(一方では、す

ぐ後に舎かれているように、 ifi費者jが呼び出しの際に述べるべき文言まで指定されてい

るのに)、不確定な部分が残され(主君の裁量に委ねられ)る、ということになるだ

けでなく、「レーン法jの対応箇所ではこの homovelに当たる語が「削除jされ

ている、ということをも考慮に入れたからである。

25) この箇所の cunaの語は「レーン法J(註・ 12の箇所)の hofに対応しているが、そ
れについては前註.12 (および、そこで挙げた前出箇所)を参照されたい。

26) culpaの語は、 AVではもうー笛所、前出 1・133(前出)(=レーン法的・ 1)(の末

尾)にだけ姿を見せるが、そこでも(ただし、そこでは「レーン法」の scultの語に対

応して)(問責される家臣の)I責、ないし、罪過jの意味で用いられている。問条

を参照されたい。

27) この箇所の mcusatusの語については、前出レーン法65・5=AV2・7、註・ 8、

および、(そこでも挙げた)レーン法65・1=AV 1 .133 (前半)、註・ 4を参照され

たい。

28) ここまでの AV2・16を「レーン法Jの a-aの件と比較してみると、前註・ 3

と5で指摘したことのほかにも、幾っか(表現上の)相違が認められるが、(前註・

14でも述べておいたように)両者の論旨が(基本的に)同じものであることは明らか

であろう。(ただし、 AVでは i(主君は)誰が法(の定め)によりその者を呼び出すべき

か(問うべきである)J となっていた箇所が、「レーン法jで「主君が(問責すベ〈召喚し

ておいた)彼の家臣をレーン法廷に呼び出させることができるかjというように改められ

ていることには、前註・ 24で指摘した問題との関連で注意する必要があるかも知れない。

そこで用いられている 10lenrechte eschen latenという表現には、 r(誰かに頼んで)レーン
法廷へ呼び出してもらう」という含意もあり、(その前に icht(=etwa)の諾が付け加えら

れていることと併せて)、この箇所の「改訂jがそうした合意をこめて行われた可能性も
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ないわけではない、と考えられるからである。この点については、さらに後註・ 30をも

参照されたい)。

29)前註・ 16を参照されたい。

30)この箇所の原語は confitenturnunciiと複数形になっているが、この(問責される家

臣を法廷に呼び出すH使者jのことがこれ以外の箇所では (nunciusと)単数形で舎

かれて(お旬、「レーン法jのこれに対応する箇所でも、 debode (be¥tant)と単数形になっ

て)いるだけに、ここでだけ「使者」の語が複数形になっているのはなぜか、疑

問にならざるをえまい。

この疑問について考えられる(ないし、考えておかなければならない)のは、この

箇所の nunciiの語が(原文では)行末に位置しており、次行の sibiの語と韻を踏ん

でいる、ということであろう。 (fレーン法Jの末尾の (AYにはない)d -dの件には、

前設・ 20で述べたように、 3人の{使者」がその都度異なってもよい、と受け取れる文

言があるが、それは3度行われる「呼ぴ出しJ(全体)について述べられていることであ

る)。しかし、 AY.この箇所の nunciiはl度目の呼び出しを行う「使者」を指して

いる。著者(アイケ)は、いかに韻を踏むためとはいえ、(そのことのためにだけ)事

実に反する表現を用いたのであろうか。

この疑問について、もし著者を弁護することができるとすれば、それは次のよ

うな場合を想定すること(くらいのもの)であろう。

AV2・12(の末尾)では、(対応するレーン法65・9と同じく)、問責される家臣を

召喚した主君は(その家臣に通告した)裁判期日に「少なくとも 6人の家臣と、問

責される者を(法廷に)呼び出す使者を(一人)連れてくるべきであるj、とされて

いる。同条への註.8で述べておいたように、(もともと)この6人の家臣は(召喚

された)家臣が最後まで出廷しなかった場合に、主君が3度の「呼び出しJの手
続を尽くしたことを立証すべき証人として用意しておかなければならないもので

あるo しかし、たとえば(1度目に)問責される家臣を呼び出した使者が主君の許

へ戻って、問責される家臣もその不在を釈明すべき者も見なかった、と報告した

時 (AY2・17を参照)、もし主君あるいはそこに居合わせた家臣の一人が、「あの

ような(小さな)声では法廷の端まで届かないj、と異議を申し立てたらどうなる

か。おそらく、「使者」はこれに対して、「法廷の詰で」彼の呼び出しを聞いた二

人の家臣を証人として、この異議を却けるであろう。もし、著者がこうした場合

を念頭に置いたとすれば、「使者」は(単独ではなく)二人の家臣とともに上述の

報告を「認めたJことになり、「使者たちJの語は、(複数の「使者」でないという
点では不正確なものの)、「使者など複数の者jという意味ではまったく事実に反す

るとも言い切れないのではあるまいか。

31)前註・ 17を参照されたい。

32) citatioの語についても、前註・ 23で挙げた前出レーン法65・9(=AY2・13)、

註.17を参照されたい。
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33)前註・ 19を参照されたい。

65・16])a)彼(=問責されるべく召喚されている家臣)が3度呼び出されて

(geeschet wert) 2) (なお)姿を見せない時は、主君はく繰り返し〉、それについ

ての法(=判決)(recht)は何か(=それについてどう判決すべきか)、3)問うべき

である。そこで人(=判決を関われた家臣)は、法(の定め)に従い (torechte)、4)

彼(=主君)はその者(=問責される家臣)を、太陽が傾き(=下降し)はじめる

(nederga) (まで)、すなわち正午まで待つべきである、5) と(いう判決を)発見す

(vinden)べきである。a)'6) b)主君はその(=家臣を待った)後に、彼(=自分、主

君)はその者を、レーン法(の定め)がそうであるように(出elenrecht sO 7)そ

の者を待ったか(かどうか)、(判決を)問うべきである。彼(=主君)(のため)に

それ(=そのような判決)が発見される(ないし、された)ならば、8)主君は彼(=

問責される家臣)を次(=第2)の裁判期日に召喚すべきであり (emeto eneme 

anderen dage degedinge)、9) そして彼(=主君)は、彼が最初の裁判期日にそう

したように、その者(=問責される家臣)を(午前中は)待つべきである。同じこ

とを彼(=主君)は3度(自にも)なすべきである。b)・¥0) c)主君がこれら三つの

裁判期日のいずれかを悌怠して、レーン法(の定め)がそうであるように(出c

lenrecht is) 11) その(問責されるべき)家臣を追求しない (nichtne volget) 12) なら

ば、彼(=主君)は彼の(召集した、あるいは、それから召集すべき)裁判期日(に

おける審理)をすべて失った (allesine degeding verloren hevet)ことになる。13)

主君は最初(=第1)の裁判期日をその(問責されるべき)家臣に告知しなければ

ならないが、ぞれ以外のいずれ(の裁判J期日)についても(告知する必要は)な

i
 s-
-)
 
C
 

。、
.ν
 

AV2・18(末尾)]) a)もしその者(=問責されるべき家臣)が3度呼び出され

て(なお)(tertio citatus) 15) そこに居なければ、主君は、(自分が)その者にな

すべきことは何か、16) (判決)を問うべきであり、(それに対して)彼(=主君)

(のため)に、太陽の下降(=太陽が傾き下降しはじめる)まで (adsolis descen-

sum) 17)彼(=問責されるべき家臣)を待つべき旨、判決されるべきであ

る。a)'18) AV 2・19 b)もし問責される者(=家臣)(incusatus) 19)が、太

陽が(傾き)下降し(はじめて)( descendit) 20) ても、なおそこに居なければ、

主君は、(自分が)正しいこと(=法の定める手続)に従って (secundumquod 
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est iustum) 21) その者を待ったか、(判決を)問うべきである。そのことを判決

が確認する(ないし、した)ならば、主君は、判決をもって次(=第2)の裁判

期日を定め、そこ(=第2の裁判期日)においてその者を、最初(=第1)の裁

判期日におけるのと同じように(=同じ手順でその責を)追求すべき (pro-

sequatur) 22) である。(主君は)3度同じようになす(=同じ手順を繰り返す)

べきである。b)'23) AV 2・20 c)もし主君が、それらの裁判期日のうちの

いずれかを、(法の)定め(る手順)に従って、また、前述したような仕方で

(ordine et praedicto modo)、順守しなかったならば、彼の(=彼による家臣の

寅の)追求 (prosecutio)(=問責)(そのもの)24) が無効とされるべき (adnihil 

habeatur)である。25) (ただし、それらの裁判期日のうち)問責される者に前述

の仕方で告知されなければならないのは、最初の裁判期日だけである。c).26) 

1 )レーン法65・16は、 AVの2・18(末尾)、 2・19、2・20の3条項に対応してい

るが、すぐ前のレーン法65・15への註・ lでも述べておいたように、そのうち

AV 2 . 18の(末尾を除く)大部分は、前条(=レーン法65・15)に対応しているの

で、すでに前条の項に掲げてあり、ここではその末尾(の邦訳)のみを掲げること

にする。

2) eschenの語については、前出レーン法65・9(=AV2・11-2・13)、註.8と17、

および、(本条の)後註・ 15を参照されたい。

3 )ここまでの文は前条(=レーン法的・ 15、註・ 17の箇所)に見られたのと同じもので

あり、また、これに対応する AV(2・18、後註・ 16まで)の文も、前条(註・31の

箇所)のそれと (rこれについてJの語がないだけで)同じものである。前条への註・

17で述べたことを参照されたい。

4 )この箇所の10rechteの諸については、前条(=レーン法65. 15)への註・ 18を参照

されたい。

5 )ここまでの件(特に nederganの語)は、 AV(2・18、後註 17の箇所)(の descensum)

に対応しているが、それについては、前出レーン法65・14、註.5と7で述べた

ことを参照されたい。

6 )ここまでの a-aの件がAV2・18の末尾に対応していることは明らかであろう。

この点については、前出レーン法65・14、註.7で述べたことを(もう一度)参照

されたい。なお、この件の vindenの語は (volgenをも含めて)広義に用いられてい

る、と解されるが、その点については、同条への註・ 4を参照されたい。

7)石川「ラント法とレーン法J(1624頁、および、註.122)で指摘しておいたように、

alse lenrechl isという表現は、本条(註・ 11の箇所)のほか、前出レーン法49・l

(末尾)、後出レーン法71・9、75・3にも姿を見せ、「レーン法の定めがそうであ
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るようにJ(= rレーン法の定め(特にレーン法の定める手続)の通りにJ)という意味
であるが、本条・この箇所だけa1selenrecht回となっている。同論文(註・ 122)で

は、ホーマイヤー版のテキスト (111，S. 260)では本条・この箇所も ISになってい

ることから「単純なミス・プリントと見当がつくj、と述べているが、(エックハ

ルト版の)1テキストj、S.89 (下欄)に挙げられている異本のこの箇所も mになっ

ているので、こ(れら)の討は(ミス・プリントでなく)接続法第1式(=間接話法)

と解すべきであろう。因みに、この文中の「待ったJ(gew町吐ethぬbe)、および、

前註・ 3の箇所の「それについての法は何かJ(wat d紅白chtesumme si)も接続法

(第 l式)になっている。

8 )この箇所の vindenの語も (volgenを含めて)広義に用いられている。前註.6 (の

末尾)を参照されたい。

9 )この件の emetoeneme anderen dage degedingeという表現については、前出レー

ン法65・1=AV 1・133・前半、註.3 (および、そこでも挙げた前出レーン法18、

註・ 2)を参照されたい。

10)ここまでのb-bの件はAV2・19に対応しているが、それが(若干の表現上の相

違にもかかわらず)AV2・19と同旨であることは、改めて指摘するまでもあるま

しミ。

11)前註・ 7を参照されたい。

12)念のために一言すれば、この箇所の volgenの語は AV2・20(註.24)の対応

箇所では prosecutio，A V 2・19(註 22の箇所)では proseqU1の語が用いられている

ことによっても確認できるように一一 I(他の家臣によって発見された判決に)賛同

する」という意味ではなく、 I(問責の手続に従い家臣(の責)を)追求する」という

意味で用いられている。後註・ 22と24を参照されたい。

13)この箇所の「彼(=王者)は彼のすべての裁判期日を失ったことになるJというの

は、直接には、「主君は、彼が悌怠した裁判期日だけでなく、それ以外のすべて

の裁判期日においても、(その主張を却けられて)敗訴したことになる」、という意

味であるが、それによって主君による家臣の問責そのものが(それには理由がない

と見倣されて)I無効Jになることは改めて指摘するまでもあるまい。 AV2・20

(註・ 25の箇所)の対応筒所と後註・ 25を参照されたい。

14)ここまでの c-cの件はAV2・20に対応しているが、それが(若干の表現上の相

違にもかかわらず)AV2・20と同旨であることも明らかであろう。後註・ 26を参

照されたい。

15) (この箇所の citatusの詩のもとになった)citareの語については、前出 AV2・13(= 

レーン法65・9)、註.17を参照されたい。

16)前註・ 3を参照されたい。

17)この箇所の adsolis descensumの語については、(前註.5でも挙げた)前出レーン

法65・14、註・ 5と7を参照されたい。
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18)ここまでの AV2・18(末尾)が、前註・ 3で指摘した(前註.16の箇所の)表現の

相違にもかかわらず、レーン法65・160コa-aの件に対応し、それと同旨である

ことは明らかであろう o

19)この箇所の mcusatusの語については、前出レーン法65・5=AV2・7、註.8 

を参照されたい。

20) descendereの語についても、(前註・ 5と17で挙げた)前出レーン法65・14、註.5 

と7を参照されたい。

21)この箇所の secundumquod est iustumという表現については、まずそれが「レー

ン法J(註・ 7の箇所)では alselenrecht siと改められていることに注意しなければ

ならない。その末尾に位置するlUstumの語は前行末尾のiIIumの語と韻を踏んで

いるから、この (AVではここにだけ姿を見せる)表現は韻を踏む必要から書かれた

ものである、と推定されるが、(著者がそれによってもともとa1selenrecht 臼と同じこ

とを言いたかったのだとすれば)、そこでは、法の定めた手続に従って審理を進め

判決を下すのは「正しい」ことである、という観念ないし考え方が前提されてい

ることになる。

22) この箇所の prosequiの語は「レーン法J(註・ 12の箇所)の volgenに対応している

が、それについては前出レーン法65・3=AV2・1、註・ 19を参照されたい。

23)ここまでのAV2・19が、前註・(7と)21で指摘した表現の相違にもかかわらず、

レーン法65・16のb-bの件に対応しそれと同旨であることは明らかであろう。

24) (この箇所の prosecutioの語が前(註・ 22の箇所)の proseqUlの名詞形であ(って、

それと同じことを指してい)ることは改めて指摘するまでもあるまい。前註.12と

22を参照されたい。

25)ここまでの「彼の(=主君による家臣の責の)追求(=問責)(そのもの)が無効とさ

れるべきであるjという文が、「レーン法J(註・ 13までの)対応箇所では、「彼(=

主君)は彼のすべての裁判期日(における審理)を失ったことになる」、と改められ

たのである。それによって前註・ 13で述べた私見が支持されることは改めて指摘

するまでもあるまい。

26)ここまでのAV2・20が、前註・(13と)25で指摘したような表現の相違にもかか

わらず、レーン法65・16のc-cの件に対応し、それと(実質的に)同旨であるこ

とは明らかであろう。

282 

やかた

65・171) a)閉鎖された館の中では(inbesloteme hove)、2) また屋根の下では、

b)また城塞の中でも、b)-3)主君はいかなるレーン法廷(Ienrecht)をも開催しては

ならない。4).a) 
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やかた

AV2・21(前半)1) a)閉鎖された館の中では (inc1ausa curia)、5) また屋根

の下でも、主君には(裁判集会を開いて)審理する (placitare)ことが許される

べきでない。6)-a) 

1 )レーン法65・17は、 (b-bの件の)r城塞」に関する補足を除いて、 AV2・21・前
半に対応しているが、その補足は、後註・ 3で述べるように、「レーン法」が AV

(よりも後にそれ)をもとにして成立したことを示唆している、という点に注意さ

れたい。

2 )この箇所の hof(= curia)の語は、「法廷jとも解されるが、次註・ 3と5で述べ

ることを考えて齢と訳すことにした。ひきつづき次註・ 3と5を参照された

しミ。

3 )この「城塞」に関する b-bの件に対応する記述は、 AVにはなく、「レーン法」

で補足された(と目される)ものであり、この補足は、後出レーン法72・lの末尾

=1城門は、主君がその中の城塞法廷(に城臣を召喚しそこ)で審理する場合、開け

ておかなければならない。閉じられた(四)壁の中や屋根の下では、なんぴとも

判決を発見するを要しない」を念頭に置いたものと考えられる。つまり、「レー

ン法」の読者は、(まず)本条のb-bの件を読んだ上で後出レーン法72・1(末

尾)を読むことによって、城主が城塞の中で開催することができるのは、城臣を

召集(ないし、召喚)する城塞法廷であり、そこへ家臣を召集(ないし、召喚)して

レーン法廷を開催することはできない、ということを明確に認識することができ

る。(これに対して、そのもとになった AV3・5では、城塞法廷に関する一連の条項の

中においてではあるが、単に「城塞jは、そこで主君の法廷(ないし、審理)がある(=

開催される)場合、問責される者が入るために開かれているべきである、としているだけ

で、主君が城塞の中でレーン法廷を開催することはできない、とする規定は、(少なくも

レーン法72・lの対応条項には見当たらない)。こうした「レーン法Jにおける(改

訂や)補足は、まず AVの末尾で「城塞レーン」に関する特則を記述した上で、後

からそれをも考慮に入れて「レーン法jの(改訂や)補足が行われた、という推定

を強く支持するものであることに注意されて、ひきつづき次註・ 4をも参照され

たい。

4 )この箇所の lenrechtの語が「レーン法廷」を指すことは、文脈上(特にそれを主君

(=封主)が開催すべきものとされていることから)明らかである、と思われるが、

AV(詮・ 6まで)の対応箇所は(文脈上、特に前からのつながりから見て、(もっぱら)

「レーン法廷jのことを念頭に置いたものと推定することはできるものの)単に placitare

と言っているのに対して、「レーン法廷」という(具体的に)特定された表現に改

められていることが、前註・ 3(の末尾)で述べたこととの関連で注目される。
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6)前註・ 3と4を参照されたい。。
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65・18])a)主君が第3の裁判期日に(問責されるべく召喚された)彼の家臣を、

太陽が(傾いて)下降しはじめる (nedergeit)まで2)待つ(ないし、待ったにもか

かわらず、その家臣が姿を見せなかった)3) 時は、彼(=主君)は、それについて

の法(=判決)(recht)は何か(=それについてどう判決すべきか)、を問うべきで

ある。4l-aH)b)そこで人(=判決を問われた家臣)は、法(の定め)に従い (to

rechte)、6) 彼(=主君)は彼の(召集した)裁判期日(における審理)(sine degedin-

ge)、7) d)第1・第2・第3のそれを、それぞ、れ別な彼の家臣二人(の証人)を

もってd) 立証すべきである、と(いう判決を)発見する。8) これらの証人<(こ

れらの)人々の(証言))は、次のように述べるく(なる))べきである。9) I主君

よ、私は、貴下への(=貴下に捧げた)忠誠宣誓にかけて(の)(bi juwen hulden) 10) 

義務として、次のように証言する (verplegemek)、11) (すなわち)貴下は、何某

〈コンラートないしハインツ )12)をこの場所へ召喚し、そして彼をそこで、

レーン法くの法〉がそうであるように(=レーン法の定めの通りに)(a1se len-

recht< es) < recht) is) 13)待ったのを、私は(この目で)見また(この耳で)聞いた

のであり、そのことについて私は貴下の証人になる」、と。b)・14) c)各家臣の証

言の後、主君は(次のように、判決を)問うべきである、彼(=自分)はそれ(=

家臣の証言)によって、それが彼(=自分)にとって彼(=自分)の(法的)義務を

果たす助けになる(=義務を果たすのに役立つ)(helpende to sime rechte) 15)よう

に(証明を)なし遂げたか、と。c)-16) 

AV2・21(後半)1) a)第 3の裁判期日に主君が問責される者(=家臣)(in-

cusatus) 17)を、太陽が(傾いて)下降する(=下降しはじめる)(sol descendat) 

時までら待ったならば、18) (主君は、自分が)さらにその者になすべきことは何

か、19) (判決)を問うべきであるoa)却 AV2・221) b)そこで判決は、主君

は彼の(召集した)3度の裁判集会(における審理)(placita) 21)を(証人により)

立証しなければならず、(まず)第 Iのそれ(=裁判集会)を彼の家臣二人を

もって(立証しなければならない)、と決定すべきである(iudicet)022)これら

の者の証言は次のようなもの(=文言)であるべきである。「私が主君に捺げ

た忠誠宣誓にかけて (pervotum mei praesentis domini)23) (私は)確言する(な
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いし、請け合う)(affirmo)、24) 主君が問責される者(=家臣)17) を、最初の裁

判集会でまた(特定・)明示された場所で(inprimo placito et designato loco)、25)

レーン法上 (beneficialiter)26) (主君が)そうすべきであったように待ち、 e)ま

た(主君が)彼(=問責される家臣)を適法な判決によって(iustissententis)追求

したことを e)'27) 私はこれらのこと(について)の証人になる」、と。b)・28)

AV2・231) c)各証人の陳述の後に、主君は、(彼=自分が)(法的)義務に

よってそうしなければならないようにいたutdebet ex debito)却)彼(=自分、

主君)の立証をその者(=証人)をもってなし遂げたか、(判決)を問うべきで

ある。c)-30) AV2・261) d)前述した(のと同じ)仕方で、主君は第2の裁判

集会(における審理)(placitum)21)、および、第 3の(それ)を立証するが、(彼

=主君は)それぞれの裁判集会21)について別々の証人をもたなければならな

)
 
1
 
3
 
)
 
d
 。、

町

L
V

1 )このレーン法65・18は、 AV2・21(後半)、 2・22、2・23の4条項に対応し、

それらと(基本的には)同じことを述べているが、そのd-dの件には、 AV(では

もっと後に位置する)2・26で述べられていたことが組み込まれていることに注意

されたい。

2 )ここまでの件については、前出レーン法65・16(=AV2・18・末尾-2・20)、註

. 5を参照されたい。

3 )この箇所、「ないし、待ったにもかかわらず、その家臣が姿を見せなかったJと
いう補訳については、前出レーン法65・16(=Av2・18・末尾)の冒頭の一文を参

照されたい。

4 )ここまでの文は、前出レーン法65・15(=AV2・16-2・18)、註・ 17までの箇所、

および、レーン法65・16、(=AV2・18・末尾-2・20)、註・ 3までの箇所と同じ

ものであり、また、それに対応する AV(2・21・後半)、後註・ 19までの文も、

(ultra = ['さらにjの語を除いて)、前出AV(2・18、註 .31までの箇所、および、 2・

18・末尾、註・ 16までの箇所)と同じものである。関係する本文と訳註を参照され

Tこい。

5 )ここまでの a-aの件はAV2・21・後半に対応しているが、それと同旨である

ことは改めて指摘するまでもあるまい。後註・ 20を参照されたい。

6 )この箇所の 10rechleの語は、前出レーン法65・15(=Av2・16-2・18)、註.18 

の箇所、および、 65・16(=AV2・18・末尾-2・20)、註.4の笛所でも用いら

れていたものであるが、それについては前出レーン法65・15、註.18で述べたこ

とを参照されたい。
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7)この箇所の degedingeの語には、 AV(2・22)(後註.21の箇所)の placitaの語が対

応している。後註・ 21を参照されたい。

8) ここまでの件に対応する AV(2・22)(註・ 22まで)の箇所は、「そのとき判決は、

主君は彼の3度の裁判集会(における審理)を(証人により)立証しなければなら

ずjの後、["(まず)第 lのそれ(=裁判集会)を彼の家臣二人をもって(立証しなけれ

ばならない)Jと、「第 lの裁判集会Jについてだけ述べている。したがって、「レ
ーン法Jのここまでの件のうち、「第2・第3のそれ(=裁判期日における審理)J

と「それぞれ別なjの語は、 AV(2・22)の対応箇所にはなく、「レーン法Jで
補足された(と目される)ものである。しかし、 (AV2・23の後に邦訳を掲げた)後出

AV2・26(d -dの件)では、主君は「前述した(のと同じ)仕方で第 2の裁判集

会(における審理)、および、第3の(それ)を立証する」ことと、「それぞれの裁

判集会についてそれぞ、れ別な証人をもたなければならない」ことを述べており、

「レーン法」では AV2・26がこの d-dの件に組み込まれたもの、と推定され

る。なお、この箇所の「発見するJ(vint)の語も、 (volgenをも含めた)広義に用

いられている、と解される。

9) この箇所、「ドイツ語第 1版J(Ordnung Ia)の原文は、 Dirretuch scal aldus tugenと

なっていたが、「ドイツ語第3版J(Ordnung Ic)のテキストで、 Dirreとtuchの問

にludeの語が補足されたものであり、「第3版jの補筆者は tuchの諾を (r証人」

ではなく)r証言Jと解したもの、と推定される。(上掲ー邦訳は、「ドイツ語第 l版」
については、「これらの証人は、次のように述べるべきであるJ、「ドイツ語第3版」につ

いては、「これらの人々の証言は、次のようになるべきである」という意味に解される、

ということを示そうとしたものである)。

10) この箇所の bijuwen (= bei Euren) huldenの語は huldeの語が(現代詩の)Huld 

の意味でも用いられている(たとえば「序言J(prologus)冒頭の naGoddes huldenを参

照)こともあって 紛らわしい(し、さらに M.LEXER. Mittelhochdeutsches Handw凸r-

terbuch， Bd， 1， Sp. 1380には、 beides rates huldenという用例が挙げられ、 beiverlust von 

des rates huldと訳されている)。しかし、前出レーン法47・lでは、まず(註.4の

箇所で)bi sines ersten heηen huldeの語が用いられた上で(なお、その箇所の邦訳中、

「最初の主君の」は「最初の主君へのjと訂正しておきたい)、(註・ 6の箇所で)["彼等

が彼等の(前の)主君に huldeを捧げた(こと)Jと言っているので、この bisines 

ersten heπen huldeの語が「彼の最初の主君への(=最初の主君に捺げられた)忠誠

宣誓にかけて」の意味であることは明らかであろう。(なお、ラント法3・54・2の

bi des rikes huldeの語も、すぐ前の 3・54・I一一次註・ 11に引用一ーを参照すれば、

r rike (=国王)への(=国王に捧げられた)忠誠宣誓にかけて」の意であることは明らか
であろう)。ひきつづき次註・ 11、および、後註・ 23を参照されたい。

11) この箇所の ek問中legemekの語を、ヒルシュは ichsage pflichtmasig aus (Hi.， S 

168)と、ショットは ichbezeuge pflichtmasig (Sch.， S. 318)と訳している。 sekver-
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plegenの語(そのもの)は、 (Text，S. 245， u. Ho.， 111， S. 624によれば)sich verpflichten 

(od. verpflichtigen)、あるいは、 (M.LE沼田， a. a. O. Bd. 3， Sp. 193， A目.問中hlegenによれ

ば)討ch(ve中flichtenod.) haftb訂 machenの意味で用いられる。しかしこの諾は、

ラント法3・54・1(= r裁判権(についての)レーン(1叩胡 geri油りはなんぴとも受
領することをえない、彼(=裁判権レーンの受封者)が参審自由人であって、しかも彼が

自由人の法に従い国王に対し忠誠宣誓を行い (hu1dedo)、(その)忠誠宣誓にかけて (bi

den hu1den)、人(=主に彼が受封した裁判権を行使する裁判所で裁き受けた訴訟当事者)

が彼を(証人として)引き合いに出す時にはいつでも、(証人として)証言する義務(=な

いし、責任)を負う (sek問中lege)のでなければJ)においても、また、前出レーン法

40・1(二人の家臣が同じ所領について「占有jを主張して争い証人による立証を申し

出た場合、主君は両者をその所領が所在する村へ赴かせ、そこで「農民や真の隣人たちJ

に両者のいずれがその所領を「占有jしているかを証言させるが、その際、「この証言を、

主君は(自ら)聴取するか、そこ(=その村)へ(次のような)彼の家臣、(すなわち)(彼

に代り)彼(=主君)への忠誠宣誓にかけて (bisine明 hu1den)、彼等(二人)のうちいずれ

の者が(所領についての)ゲヴェーレ(=占有)を立証したかを、(後日、レーン法廷で証

人として)証言する義務(ないし、責任)を負うことのできる (sekverplegen mogen)家臣

二人を(彼の使者として)遣わすべきであるj 以上、アンダーラインの箇所は、この

たび改訳したものである)においても、その「義務(ないし、責任)Jの具体的内容

は、 r(法廷で証人として)証言する」ことを指している。上掲・邦訳で「貴下への
忠誠宣誓にかけて(の)義務として次のように証言する」と訳したのは、以上の

こと念頭に置いてのことである。後註・ 24をも参照されたい。

12) rハインツ」の原語は Henzen(= Heinz)。言うまでもなく、前出レーン法65・15
に(向じく「ドイツ語第3版」で)補足された Henrich(= Heinrich)と同義ないしその

愛称、形である。

13) この件、「ドイツ語第 l版J(0吋nungIa)のテキストでは、a1日 lenrechtisとなって

いたものが、「ドイツ語第3版J(0吋ungic)のテキストで alselenrechtes recht isと

(ー田と rechtが)補足されたものであるが、それによって(実質的な)意味が変わっ

たわけではない。

14) ここまでの b-bの件は AV2・22に対応しており、それと(基本的には)同じこ

とを述べている。後註・ 28を参照されたい。

15) ここまでの件のうち helpendeの語は、前出レーン法9・2(註・ 1までの件)と

55・8(註・ Iの箇所)で r(法的に)効果がある、ないし、有効である」という意
味で用いられており、また、前出レーン法13・3では helpenの語が同じ意味で

用いられている。(これらの語は、後出レーン法79・Iと80・2における he1pendeの語

を含めて、すべて AVに対応条項のない条項に姿を見せ、また本条・この箇所の he恰en-

deにも AV2・23(註・ 29までの文)に対応する語がない一一つまり、これらの語はすべ

て「レーン法」ではじめて用いられた(と目される)こと に注意しておきたい)。
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しかし、ここでの問題は、(むしろ)to sim巴rechteの語が何を意味するか、とい

うことである。因みにこの件を、ヒルシュは sodas es ihm zu (seine日目htspflichtで

はなくて)seinem rechte verhilft (Hi.， S. 168)と、またショットも sodas er zu seinem 

Recht komme (Sch.， S. 318)と訳しており、(特に後者の場合は紛れもなく)i彼の権利

に(とって)Jの意に解している。しかし、本条の場合、主君が各証人の証言に

よって問責される家臣の不出頭を証明することが主君のいかなる「権利jに役立

つか、を問いつめてみると、この理解には釈然としない点が残る。それだけでは

ない。 AV2・23(後註・ 29まで)の対応箇所は、 i(彼=自分が)(法的)義務によっ

て (exdebito)そうしなければならないように」となっていて、「レーン法」のこ

の件も、主君が問責される家臣の不出頭を ii去の定め(る手続)Jに従って証明す

るという i(法的)義務」を呆たしたか(否か)を問うもの、と解する方が自然では

あるまいか。(さらに上述した helpendeの語が「レーン法Jではじめて用いられたこと

を併せて考えると、この件で著者・アイケは、そのhelpendeの語を用いて、 AV(2・

23)のexdebitoという表現を活かそうとしたなのではないか、というように推測するこ

とも可能ではないか、と恩われる)。

16) ここまでの c-cの件は、 AV2・23に対応、しているが、(特に前註.15までの件を

同註で上述したように理解した場合)、それと(基本的には)同じことを述べている

(と解される)。後註・ 30を参照されたい。

17) この筒所の mcusatusの請については、前出レーン法65・5=AV2・7、註.8 

を参照されたい。

18)ここまでの件については、前註・ 2を参照されたい。

19)ここまでの文については、前註・ 4を参照されたい。

20) ここまでの AV2・21・後半については、前註・ 5を参照されたい。

21)この箇所の placitumの語を、 Text1， Glossar (5. 138)はGerichtsverhandlungと解し

ているが、ホーマイヤーによれば、この語は Gerichtsversammlungの意でも用い

られるので (Ho.，112， S. 162)、上掲・邦訳の本文ではこれに従い、「における審理」

を補訳にとどめることにした。なお、「レーン法J(前註・7)の対応箇所では de-
gedingeの語が用いられているが、これは(ザクセンシュピーゲルではもっぱらラン

ト法上の裁判集会を指す)dink (od. ding)や gerichteの語を意識的に避けたもの、と

思われる(この点については、次註・ 22をも参照されたい)。

22) ここまでの件が一一対応する「レーン法」、註.8までの件とは異なり一一第

lの裁判集会についてだけ述べている(=第2・第3のそれについて言及していな

い)ことについては、前註・ 8を参照されたい。なおこの箇所では、 iudicereの語

が(もっぱらラント法廷における裁判との関連で用いられる richtenの語とは異なり)レ

ーン法廷における判決に関して用いられている、ということにも注意しておきた

U 、。

23)この箇所の pervotum mei praesentis dominiの件が、「レーン法J(前註.10)の対応
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でbijuwen huldenと翻訳されたものである。また(前註 .10で言及した)レーン法

47・lのbisines ersten herren huldeの件は、 AV1 ・11lの対応筒所では(単に)

per votum prioris dominiとなっている。前註・ 10を参照されたい。

24)この箇所で(単に)affirmoと言われていたことが、「レーン法J(前註 .11の箇所)で

ek verplege (des) mekという表現に改められたのである。(もう一度)前註・ 11を参

照されたい。

25) この箇所の inprimo placita (これについては、前註 .22を参照)et designato loco (ex-

pectavit)は、「レーン法J(註・ 12の後)の対応筒所で、「この場所へ召喚し、そして

彼をそこで(待った)Jと改められているが、 designatuslocusの語で (AVの)読者

が想起するのは、前出 AV2・2(=レーン法65・3)(註・ 23の箇所)の(問責され

るべき家臣を主君がそこへ召喚する)villa vel curiaであろう。したがって、こうし

た表現上の相違にもかかわらず、これら(両書)の対応筒所の意味が変わらない

ことは明らかであろう O

26) この箇所の beneficialiterの語(に限って)は、そのあと utdebuit (= r(彼=主君が)

そうすべきであったようにJ)とつづいていること、および、「レーン法J(前註・ 13

まで)の対応箇所がalselenrecht is (前註・ 13を参照)となっていることを考えると、

Text 1のGlossar(S. 125)のように、 nachLehnrechtと解するのが正しいであろう。

(なお、この語については、前出 AV2. 1 (=レーン法65・3)、註・ 18、および、 2・

7 (=レーン法65・5)、註・ 9(の箇所)をも参照されたい)。

27)この d-dの件(原文は etprosecut山田teum / iustis sententiis ... )に対応する文は、

「レーン法J(には見当たらず、そこ)では削除されている。その中の eumの語は行

末に位置し次行末 (huiusrei t回tissum)の sumと韻を踏んでいるから、この d-d

の件はもともと(主に)そのために加えられたものにすぎない、と推定すること

ができ、それが削除されても文意が変わることはない。

28) ここまでの AV2・22は「レーン法J(65・18)のb-bの件に対応している治人

前註.8と24-27で指摘した(大小の)相違にもかかわらず、(前註 8で述べよう

に、「レーン法」の d-dの件に組み込まれた)AV2・26をも含めて考えると、 AV

と(実質的に)同じことを述べている、と解することができる。

29) この sicutdebet ex debitoの件については、前註・ 13を参照されたい。

30) ここまでの AV2・23は、「レーン法J.c-cの件に対応しているが、それと同

旨であることは改めて指摘するまでもあるまい。

31) この AV2・26については、前註.8を参照されたい。なお、この条項は、(それ

がもともと AVでどのような文脈の中に置かれていたか、を明らかにするために)、次の

レーン法65・19の項(の最後)に再掲する。

65・19]) a)証人が、主君への(=主君に捧げられた)忠誠宣誓にかけて (bides 
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he汀enhulden)、2) 彼(=自分)は彼(=自分)が間われている事柄について知っ

ている旨、陳述する(ないし、した)時、あるいは、(証人が)主君への(=主君に

捧げられた)忠誠宣誓にかけて(の)義務として、彼(=自分)はそれ(=自分が

関われていること)については知らない旨、証言する(ないし、した)(sek ve中le-

get) 3) 時は、人(=主君)はそれ以上 (vorbat)彼(=その証人)に(その事柄につ

いて)問うてはならない。4)・aJ.5) b)主君は(しかし)、彼(=主君)が彼(=主君)

の(証人による)立証をなし遂げるまで、彼(=主君)が望むだけ多くの彼の家

臣(を証人として、その事柄について彼等)に問うことができる。b)'6) 

AV2・241)a)誰か(ある家臣)が主君への忠誠宣誓にかけて (pervotum 

domini)7)一度証言する(ないし、した)ならば、(その家臣は主君から)再び

(secundo) (証言を)問われる(=求められる)べきでない。8)-0).9) AV 2・251)

b)主君は、彼の(証人による)立証をなし遂げる(ことのできる)まで、彼が望

むだけ多くの家臣に(証人として)問う(=証言を求める)ことができる。b)'10) 

AV2・26(再掲)1) c)前述した(のと同じ)仕方で、主君は第2の裁判集会

(における審理)(placitum)および第 3の(それ)を立証するが、(彼=主君は)

それぞれの裁判集会について別々の証人をもたなければならない。c)'11) 

1)このレーン法65・19は、 AV2・24と2・25の両条項に対応している。 AVでその

後につづく 2・26は、すぐ前のレーン法65・18に組み込まれているので、すでに

その項にも掲げておいたが、それがAVでもともとどのような文脈の中に置かれ

ていたかを明らかにするために、ここにも再掲することにする。

2 )この bides herren huldenの語については、すぐ前のレーン法65・18(= AV2・21

・後半-2・23、2・26)、註・ 10で述べたことを参照されたい。

3)この (bides he町'enhuld巴n)sek verplegenの語については、(前註.2で挙げた)前条

への(註・ 10とともに)、註・ IIで述べたことを参照されたい。

4) r人(=主君)は…」以下ここまでの文については、「それ以上J(vorbat = weiter)の
語が用いられていることに注意された上で、後註・ 8と9を参照されたい。

5 )以上の「レーン法」・ a-aの件は AV2・24に対応しているが、それについては

後註・ 9を参照されたい。

6)ここまでの「レーン法J.b -bの件は AV2・25に対応しているが、それについ

ては後註・ 10を参照されたい。

7)この pervotum dominiの語についても、前条への(註・ 23とともに)註・ 10、特に

そこで挙げた前出AVl. III (=レーン法47・1)の用例、を参照されたい。
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8) f(その家臣は主君から)…j以下、ここまでの文については、「再びJ(secundo)の語
が用いられていることに注意された上で、次註.9を参照されたい。

9 )以上の AV2・24を「レーン法J(65・19)のa-aの件と比較してみると、次のよ

うな三つの相違がある。一つは、 AVでは「誰か(ある家臣)が…一度証言する(な

いし、した)ならばjとして、その証言の内容は具体的には述べられていないのに

対して、「レーン法Jでは、「証人が…、彼は彼が問われている事柄について知って
いる旨、陳述する(ないし、した)時、あるいは、…彼はそれについて知らない旨、

証言する(ないし、した)時は」と、その証言の内容が(家臣が問われていることを

知っている場合と知らない場合に分けて)具体的に述べられていること。もう一つ

は、その場合、 AVでは f(家臣は主君から)再び (secundo)(証言を)問われる(=

求められる)べきでない」とされているのに対して、「レーン法Jでは「人(=主君)

はそれ以上 (vorbat)彼に(その事柄について)問うではならない」とされている。

つまり「レーン法」では、証人が主君から関われている事柄について知っている、

あるいは、知らない旨の証言した場合(具体的には、特に後の場合)、主君は(その

証言を翻えさせるべく、たとえばお前はその事柄を実際に目撃したはずではないか、な

どと)さらに問い質しではならない、という合意が強いのに対して、 AVでは、

主君は一度証人として証言を求めた家臣に重ねて証人として証言を求めること

はできない、という合意が強いように恩われる。(こうした受け取り方は、さらに次

の事実によっても補強されることになるはずである。すなわち、主君は3度の裁判期日、

ないし、裁判集会(における審理)を立証するために「それぞれ別な彼の家臣jを証人と

して用いなければならない、という規定が、「レーン法jではすでに前出レーン法的・ 18

(d -dの件)に姿を見せる(ため、読者は、このレーン法65・19のa-aの件では、単

にそれを繰り返しているのではなく、それとは別なことを述べている、という前提でこ

の件を読むことになる)のに対して、 AVではこれと同旨の規定はようやく(この条項の

二つ後に位置する)AV2・26に姿を見せるので、この AV2・24はそのための伏線にす

ぎない、と受け取っても決して不自然ではない、という事実がそれである)。後註・ 11

をも参照されたい。

10) ここまでの AV2・25が、文言の上でも「レーン法Jのb-bの件と(ほほ)同じ

でそれと同旨である、ということについては、改めて指摘するまでもあるまい。

11)この AV2・26は、前出レーン法65・18(= AV2・21.後半-2・23、2・26)、註

・8で述べたように、その d-dの件に組み込まれた(と目される)ものであり、

それ自体としては、その d-dの件と(基本的に)同旨である、と解される。しか

し、それが (AVにおけるよりも)前の条項に組み込まれたことによって、それが

置かれている文脈に(前註・ 9で述べたような)相違が生じていることに注意され

たい。(なお、前註・ 9で指摘した[レーン法J'a-aの件と AV2・24の相違は、著者

自身が「レーン法Iで一一そうした文脈の変化に対応して一一AVの論旨に実質的な変

更を加えた、という可能性も小さくはないであろう)。
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65・201) a)主君が彼の(召集した)3度の裁判期日(における審理)(sine dege-

ding)2)を以上のように(証人により)立証する(ないし、した)時は、彼(=主君)

は、問責される(べき)家臣が出頭しなかった(その)ことについての法(=判

決)は何か(=そのことについてどう判決すべきか)、3) 問うべきである。a)引 b)そ

こで人(=判決を問われた家臣)は法に従い(torechte)、5)人(=主君、ないし、そ

のレーン法廷)は彼(=問責されるべき家臣)から彼が主君から受領している彼の

所領を判決をもって剥奪す (verdelen)6)べきである、と(いう判決を)発見する

(vint) 07)そこで主君は、彼(=主君)はそれ(=所領の剥奪)を自分自身でなす

べきか、それとも(誰か)ある彼の家臣(がそれをなすべき)か、(判決)を問うべ

きである。そこで人(=判決を関われた家臣)はく彼(=主君)のために>i去に従

い (torechte)、5)それは(誰か)ある彼の家臣がなすべきである、と(いう判決

を)発見する。71その者(=ある彼の家臣)は次のように(=次の文言を)述べる

べきである。「私の主君のために (minenhe汀en)8)法に従って (torechte)5) (判

決が)発見されたのように(ないし、通り)、私は何某〈コンラートないしハイ

ンリヒ〉から、彼が私の主君からこれまで受領していた所領を判決をもって

剥奪する6)J、と。b)-9) 

AV2・271) a)主君が以上のように彼の(召集した)3度の裁判集会(におけ

る審理)(placita) 10)を証明した場合、(主君は)問責される者の不在(ないし、

不出頭)についての判決を問うべきである。11)・aト12) AV2・28])b)そこで

判決は、問責される者からはレーンが判決をもって剥奪され (abiudicare)13) 

なければならない、と決定すべきである。14) そこで主君は、彼(=自分、主

君)が(それを)なさなければならないのか、それとも(誰か)他の者(がそれ

をなさなければならないの)か、(判決)を問つべきである。判決は、しかし、

これは主君の家人の一人が以下の文言を述べることによってなすべきである、

と説示すべきである。(すなわち)、「ここに私は、問責される者(=家臣)から、

今まで私の主君から(彼に)授封されていたレーンを判決をもって剥奪する

(abiudico) 13) J (という文言を述べることによって)、と。b)-15) 

1 )このレーン法65・20は、 AV2・27と2・28の同条項に対応しており、それと同

旨のことを述べている。
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2 )この箇所の sinedegedingの語については、前出レーン法65・18(= AV2・21・後

半-2・23、2・26)、註・?と 8、および、 21を参照されたい。

3 )この件の原文 (watdar rechtes umme si)は、前出レーン法65・15(= AV2・16-

2 . 18)、註・ 17の箇所に見られたのと同じものである。同註、および、(本条の)

後註・ 11を参照されたい。

4 )ここまでの a-aの件は AV2・27に対応している。後註・ 12を参照されたい。

5 )この箇所の torechteの語については、前出レーン法65・18(= AV 2・21・後半~

2・23、2・26)、註・ 18を参照されたい。

6 )この箇所の verdelenの語は、前出レーン法39・1(= AV 1 . 95) (註・ 3の箇所)の

それと同じく、 AV(後註・ 13の筒所)のめiudicareに対応しているが、それについ

ては、前出レーン法38・4(= AV 1・94)、註.4と8で述べたことを参照され

たい。(なお、それが具体的に何を意味するかは、やがて後続のレーン法65・21(= AV 

2・29)と65・22(= AV2・30)によって明らかになるはずである)。

7)この箇所の vindenの語も (volgenを含めて)広義に用いられている、と解される。

8 )この箇所の minenherrenの語は、 Text(S.91)下欄の異本、および、 Ho..111 (S.263) 

では、いずれも minemeherrenとなっており、後者のようにならなければ意味が

通らない(ので、ミス・プリントの可能性が大きい、と考えられる)。

9 )ここまでの b-bの件は AV2・28に対応しており、(最後までレーン法廷に出頭L

なかった)家臣から所領を I(判決をもって)剥奪するJ手続について述べている。
(次のレーン法65，21=AV2・29、および、 65・22=AV2・30で扱われる所領の「占取j

とは異なり)、この(所領の「剥奪jの)手続は、(所領の所在する現地においてではな

く)レーン法廷で行われる、ということに注意しておきたい。

10) この箇所の placitaの語については、前註・ 2を参照されたい。

ll) ここまでの件の原文は quaeratsententi削 superincusati absent闘であり、これが

「レーン法J(註・ 4までの件)で「彼(=主君)は、問責される(ベき)家庄が出頭し

なかった(その)ことについての rechtは何か、問うべきである」、と独訳されたの

である。前註.4を参照されたい。

12) ここまでの AV2・27が、前註・ IIに指摘したような表現上の相違にもかかわら

ず、「レーン法J.a -aの件と同旨であることは、改めて指摘するまでもあるま
し、。

13) この箇所のめiudicareの諾については、前註.6を参照されたい。

14) この「判決は…決定すべきであるJ(sententia iudicet)という表現は、前出 AV2・

22 (=レーン法65・18)、註.22 (まで)の箇所にも姿を見せたものである。同註を

参照されたい。

15)ここまでの AV2・28が(たとえば前註・ 14で指摘したような表現上の相違が多少は見

られるものの)Iレーン法J.b -bの件と同旨であることは明らかであろう。
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65・211) a}そこで主君は、彼の家臣から判決をもって剥奪された (verdelet

is) 2}所領について彼(=自分、主君)は何をなすべきか、(判決を)問うべきであ

る。そこで人(=判決を関われた家臣)はく彼(=主君)のために〉法に従い (to

rechte)、3} 彼(=主君)自身が、あるいは (oder)(誰か)ある彼の使者が、4) 彼の

家臣二人が居合わせるところで、それ(=その所領)を(わがものとして)占取す

(sek underwinden) 5}べきであり、また(彼=主君は)、それ(=その所領)を、 1年

とl日り訂叩d巴dach)、6} 利用なしにまた収益なしに (anenut unde ane gelt) 7} 

保持すべきである、と(いう判決を)発見する。8} その場合、もしその家臣がそ

れ(=所領)を、この年期が経過するまでの間に引き戻さなければ、人(=主君

ないしそのレーン法廷)は彼(=その家臣)から、その所領についてのすべての権

利(ないし、請求権)(al ansprake) 9} を、判決をもって剥奪する (verdelen)1O} (こ

とになる)0 a}・ll}

AV2・291} a}そこで主君は、最後に、彼の家臣二人が(それを)開いてい

るところで、使者によって (pernuncium) 12} この所領を(わがものとして)占

取すべきであり (sibiattrahat)、J3}またそれ(=その所領)を、 6週と l年の間

(per sex h巴bdomadaset annum) 14}収益なしに (absqueredditibus)保持すべき

である、15} (そして)家臣がそれ(=その所領)を法(の定め)に従い (secundum

ius) 16} 引き戻すのを待ちながら (expectans)(ないし、待つべきである)0 17}そ

の期間内に、もし問責される(べき)者(incusatus)18} がレーンを引き戻さな

かったならば、その者からレーンについてのすべての権利 (omneius) 19} が、

前述したような(=前述したのと同じ)仕方で、判決をもって剥奪されるべき

である (abiudicetur)o20) .a}ー21)

1)このレーン法65・21は、 AV2・29に対応し、それと基本的には同旨のことを述

べているが、後註・ 7~9 、 21 (など)で述べるように、後者に(小さいながら)重

要な変更を加えていることに注意されたい。

2 )この箇所の vedelenの語については、とりあえず(すぐ前のレーン法65・19=AV2

.27、2・28、註.6でも挙げた)前出レーン法38・4(= AV 1 .94)、註.4と8

を参照されたい。

3 )この筒所の (0rechteの語については、(同じくすぐ前のレーン法65・19=AV2・27、

2・28、註・ 5でも挙げた)前出レーン法65・18(= AV2・21・後半-2・23、2・
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26)、註・ 18を参照されたい。

4 )この箇所のoderen sin bodeの語は、(不定冠詞enを除いて)、前出レーン法65・9

(= AV2・11-2・13)、註.4の箇所に見られたのと同じものである。同註、お

よび、(本条の)後註‘ 12を参照されたい。

5) sek underwindenの語は、これまで (r所領Jが目的語である場合)、 f(わがものとして)

占取する」と訳してきた。これは、前出レーン法57・2、註.3で述べておいた

ように、「この語は、その法的根拠(ないし、「権原J)の有無にかかわりなく、(ある

財物ないし所領をH把捉、ないし、占取する(ないし、しているけという行為(な

いし、事実)そのものを指して用いられている」、という理解にもとづくものであ

る。しかし、本条の場合、この後ひきつづき、主君がその(彼が「占取したJ)所領

を、(次註・ 6の箇所で)f 1年と一日j、(後註・ 7の箇所で)f利用なしにまた収益な

しに」保持すべきである、とされているため、主君は(この l年と 1日の問)そ

の所領を実質的に f(レーンとして)占有・支配している」と言えるのか、という

疑問が生ずることになる。しかし、この疑問については、次註・ 6および後註・

7における考察を経た上で、後註.8で検討することにする。

6)この箇所の f1年と 1日Jの期間は、 AV(後註・ 14の箇所)の f6週と l年の間」
に対応しており、両者の間には(約)f 6週」の差がある。この差が何を意味する

かについては、ひきつづき次註・ 7および後註・ 8と9を参照されたい。

7)この箇所のanenut unde ane geltの語について、真先に参照しなければならない

のは、前出レーン法14・l(=AVl・39、1・40)の次のような規定であろう。 f(同

じ)一つの所領は、それを(次々と)一人がもう一人から(レーンとして)受領して

いるというように(して)、幾人かの持主のものでありうる。しかしながら、ゲ

ヴェーレ (degewere)は、一人のものでなければならない。それ(=その所領)を

in nut unde in gelde (=利用の中と収益の中に)もち、またそれ(=その所領)から

tins (=賃料ないし小作料)を取得している者、その者が…それ(=その所領)につい

てゲヴェーレをもっ…」。すでに同条への註・ 4でも述べておいたように、この

条項の「それ(=所領)を innut unde in geldeをもっJというのは、(その所領を「主

君jからレーンとして受領したJr家臣J(あるいは、「主君J自身)が(その所領をさらに
r (又)授封Jすることなく)直接「小作人」に「小作地」として貸し出し、そこから
「賃料J(ないし、「小作料J)を取得している場合を言う。これと同じ場合のことは、

ラント法2・57では「それ(=その所領)を l巴dichlekewere (=いわゆる「直接的ゲ

ヴェーレJ)の中にもつj、と言われており(前出レーン法14・1、註・ 8を参照)、

(AVに対応条項がなく、「レーン法」で補足されたと目される)前出レーン法38・2で

は、「その所領を insinen weren mit der nut (=利用を伴う彼のゲヴェーレの中に)も

つJ、とも言われている。したがって、本条の場合、主君は(家臣から判決をもっ

て剥奪された)所領を sek underwinden (占有する、ないし、した)にもかかわら

ず(前註・ 5の箇所を参照)一一I年と 1日(の間)(前註・ 6の箇所を参照)、「利用な
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しにまた収益なしにJ(したがって、レーン法14・1の意味における gewereなしに、あ
るいは、 ledichlekewe問ないし sinewere wit der nutなしに)もつ(ないし、もたなければ

ならない)、ということになる。(なお、本条の場合、主君がその所領から「賃料J(ない

し、「小作料J)を徴収しないことについては、 AV(後註・ 15)の対応箇所からも確認する

ことができる)。ひきつづき次註・ 8を参照されたい。

8)以上、前註・ 6と(特に)7で述べたことによって、本条(その箇所)で「彼(=主

君)自身が、あるいは(誰か)ある彼の使者が…それ(=その所領)を sekunderwin-

denすべきであるj、と言われているにもかかわらず、主君は、 i1年と 1日の間J、
その所領を直接に(そこから「賃料」ないし f小作料jを徴収するという意味で)は「占

有J(・支配)していないのではないか、という(前註・ 5で述べた)疑問の由って

来たるゆえんは明らかになったはずであるo それならば、本条(註・ 5の箇所)の

sek underwindenの語は(具体的には)いかなる事態を指しているのであろうか。

この sekunderwindenの語について、本稿では、すでに(前註・ 5でも指摘してお

いたように)前出レーン法57・2、註.3で(rラント法Jにおける用例をも含めて)
私見を述べており、さらに前出レーン法65・8(=AV2・10)、註.3では、同

条におけるこの語の用例を手がかりにして、そこ(=レーン法57・2、註・ 3)で

述べた私見を再検討しておいた。本註では、まず、「レーン法jのここ(=本条)

までの用例に限って、改めてそれら二つの訳註で述べた私見をまとめた上で、本

条におけるこの語の用例についての私見を述べることにする。

sek underwindenの語は、「ドイツ語第 l版J(0吋nungIa)のテキストに限ると、

ここまでにレーン法7・7、10・4(= AV 1・31、insua accipere)、10・5(=AV 

1・32、possidere)、14・4、33・1、48・1(= AV 1 .113、sibiattr油ere)、57・2、

57・3、65・8(= AV2・10、insua accipere)の諸条項に姿を見せる。

これらの用例のうち、レーン法 7・7では、 wardungeを封与されていた家臣

は、ある所領が最初に主君にとって ledichになった(=主君の手に戻った)場合、

たとえそれが彼(=家臣)に封与されていたものよりも多くても少なくても、彼に

封与されていた(だけの)ものを完全に受領するまで(は)、 (wardungeの定め通りに)

その所領を sekunderwindenしなければならない、とされている。また、レーン

法10.4では、同じく war叫ungeを封与されていた家臣に対して、主君が所領の

i(占有)指定J(ないし、「特定・明示J)を拒んだ場合、家臣は彼に (wardungeの形で)
封与されていたような所領を(適法に)sek underwindenすることができる、とさ

れており、それにつづくレーン法10・5では、(私見によれば、主に以上の10・4の

ケースを念頭に置いて)家臣がそのように(主君による f指定jないし「特定・明示」な

しに)sek underwindenした所領を、 l年と 1日(の問)、主君からの(法廷における)

正式の異議申立なしに保持していれば、主君はもはやそれを家臣から取り上げ

ることはできない、とされている o さらに、レーン法57・3では、(先行する57・

1で、 gedingeについて、所領を占有(・支配)していた家臣が封相続人なしに死亡した
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場合は、所領の「占有権jは直ちにgedinge権者に帰属することを強調したことを承けて

ーなお、この57・lについてはさらに後述する)、 wardungeまたは gedingeを封与

されていた家臣が(主君よりも先に一一一後述するレーン法57・2を参照)所領を sek

underwindenしでも、一一主君がそのかどで家臣を問責した時に、家臣が直ちに

主君に対抗してその所領を(自分が占有・支配すべき所領であるとして、主張・)擁

護し、その所領についての彼の権利 (sinrecht)を立証することができれば一一、

家臣は主君に対して不法(行為)を働く(ないし、働いた)ことにならない、とされ

ている。これらの用例において sekunderwindenの語が、いずれも、家臣が(何ら

かの)法的根拠(ないし、「権原J)にもとづいて所領を(主君から封与されたレーン

として)I占有・支配する」という意味で用いられていることは明らかであろう。

問題なのは(あるいは、なにがしか問題があるのは)それ以外の五つの用例である。

そのうちレーン法33・1は、まず、主君が自分の意思(ないし、裁量)にもとづ

いて家臣に封与した所領について(その帰属をめぐって係争が生じた際に、家臣のた

めにその所領を)保障する (weren)ことができなかった場合、主君は家臣にそれを

補償し(ニその代償として別な所領を与え)なければならない、と(対応する AVl・

86と同旨のことを)述べた上で、 (AVに補足されたと目される件で)、「彼(=家臣)が

彼に封与された所領を sekunderwindenする場合Jをその例外(つまり、主君による

補償を必要としない場合)の一つに挙げている。この条項においては、所領を sek

underwindenするのは(上述した4条項の場合と同じく)家臣であり、しかも家臣は

主君による封与にもとづいて(つまり、それには法的根拠があると信じて)所領を

sek underwindenするのだが、この条項で扱われているのは、主君が(その所領の

帰属をめぐって係争を生じた際に)家臣のために保障することのできない(つまり、

主君がもともと適法に家臣に封与することができなかった)ような所領を封与する場

合のことであるから、(同条への註・ 5で指摘しておいたように)、仮に家臣が一旦そ

の所領を「占有J(・支配)したとしても、(ほんらいその所領を「占有J(・支配)すべ

き者から訴えられれば)それを貫くことができないのではないか、という疑問が生

まれるであろう。しかし、(同条への註.8で述べておいたように)、この条項の末尾

(同じく AVに補足されたと目される件)でrechteklageのことに関説されていること

を手がかりにして、以上の例外は、(ほんらいその所領についての「占有権」をもっ)

係争の相手方(たるべき者)が(1年と l日以内に)rechte klageを起こさず、その所

領についての「占有権jを失った場合のことである、と理解することができる。

次にレーン法57・2は、(上述した)直前の (gedingeについて、所領を占有(・支配)

していた家臣の死亡とともに、所領の「占有権」がgedinge権者に帰属することを強調し

た)レーン法57・lを承けて、ある所領を占有(・支配)していた家臣が封相続人

なしに死亡した場合、主君がその所領について(誰か彼の家臣に)gedingeを封与

したことを想い出さ(ないし、出せ)なければ、主君はその所領を(自ら)sek under-

windenすることができる、としている。ここでは、所領を sekunderwindenする
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のは(以上に扱った5条項とは異なり、家臣ではなく)主君であるが、この条項につ

いては次の二つのことに注意しておきたい。①この条項は、(同条への註.6でも

述べておいたように)、主君がgedingeの封与を想い出さず(ないし、出せず)に所領

をsekunderwindenした際に gedinge権者がとるべき(対抗)措置については何も

述べていないが、 gedinge権者が(直前のレーン法57・lで述べられているように)彼

の法定年期内に (gedingeの封与を目撃した家人二人とともに)主君に対して gedinge

の封与を想起させることができれば、家臣は(当然)その所領を占有( 支配)す

ることができる、と考えられる。そのことからも明らかなように、主君による所

領の sekunderwindenはもともと法的根拠なしに行われるものであるが、それに

もかかわらず(それについて)sek underwindenの語が用いられている(同条への註・

3で、 fsek叩 derwindenの語が、特に「レーン法Jで、そのための法的根拠(ないし、「権

原J)の有無にかかわりなく、所領を「占取(し、レーンとして占有 支配)する」行為

(ないし、占取している事実)を指すjということを強調したのは、以上のことを念頭に

置いたからである)。②(以下は同条への訳註では述べておらず、ここで補足することだ

が)、この条項の場合、主君はその所領についてgedingeを封与したことを想い出

さ(ないし、出せ)ないのだから、(当然)その所の所領が自分にとって ledichに

なった(=自分の手に戻った)、 と考えるはずであり、 したがって、 主君はそれを

(誰か)別な家臣に封与することもできるはずで、あるが、それにもかかわらずこの

条項は、そのことには触れずに、主君がその所領を sekunderwindcnする場合に

ついてだけ述べている。これは(一つには、同条への註・ 6の末尾で述べておいたよ

うに、次のレーン法57・3で、 gedingeを封与されていた家臣が「主君よりも先に」その

所領を sekunderwindenすることができる、という趣旨のことを述べるための伏線、と見

ることもできるが、もう一つ)、主君がその所領を sekunderwindenすれば、(それを

gedinge権者が居合わせていないところで別な家臣に封与する場合とは異なり)、 ge-

dinge権者は必ずそれを知(り、対抗措置をと)ることができるからである、と考

えることもできるのではないか。

第3にレーン法14・4は、ある家臣が主君に対して、主君から受領した所領に

ついて(それが主君から封与されたレーンであることを)否認しその所領(の帰属)に

ついて彼の家臣たちの前(=主君のレーン法廷)で争うと、その所領は主君にとっ

てledichになる(=主君の手に戻る)、とした上で、この場合、家臣がその所領を

自分の家臣に又授封しており、(上級)主君がその(又家臣に又授封された)所領を

sek underwindenすれば、その所領を(現に)占有(・支配)している(又)家臣は、

判決をもって、彼の主君(=下級主君)に対してその所領を(又家臣の占有・支配す

べき所領として主張・)擁護して、(上級)主君の要求(ないし、主張)(ansprake)を却

けるよう督促すべきである、としている。この場合も、(上記レーン法57・2の場合

と同じく)、所領を sekunderwindenするのは「主君J(=又家臣にとっては「上級主

君J)であって、一一下級主君は上級主君に対してその所領を後者から受領した
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ことを否認しているのだから、上級主君が下級主君の所領を(又授封の有無にかか

わらず)直接に占有・支配しようとすることにも理由がないわけでLはないが一一、

同条では、その所領が(実際には)上級主君から下級主君に封与されたものである

ことが前提されているだけでなく、下級主君が一一上述したように一一(又)家

臣の督促に応じて6週以内に上級主君に対してその所領を(又家臣の占有・支配す

べきレーンとして主張・)擁護しなければ、又家臣は上級主君に対して授封更新を

求めるべきである、とされているのだから、この条項の(又家臣に又授封されてい

る)所領について(上級)主君が取得する「権利」はもともと(それを直接にレーンと

して占有・支配する権利を含まない、という意味で)I限定」されたものにすぎない、

とも言えるのではないか(この点については、ひきつづきレーン法65・8の場合につ

いて後述することをも参照されたい)。

第4に(その)レーン法65・8では、主君がある家臣に科した罰金を、その家

臣が彼から受領している所領において(全額)差押えきることができない場合は、

彼はその所領を罰金のために sekunderwindenすることになる、とされている。

ここでも所領を sekunderwindenするのは(家臣ではなく)I主君」であるが、この

場合、家臣が主君に対して罰金(はすでに完済されていること)を l年と 1日以内

に反証しない限り、人は彼の所領は判決をもって剥奪することになる、とされて

いることが二つの点で注目される。①同条では、主君が(家l歪の所領において罰金

(相当額の収穫物)を差押えきることができなかった場合)まず家臣の所領を sekun-

derwindenした上で、(家臣がl年と 1日以内に罰金(の完済)を反証しない限り)家臣

から所領(の占有権)を判決をもって剥奪するとしており、その(所領の剥奪と sek

underwindenの)順序が本条(=レーン法65・21)の場合と反対になっている。②(本

条=レーン法65・21では、王君は 11年と 1日j家臣の所領を「利用なしにまた収益なし

にJsek underwindenすべきである、とされているのに対して)、同条では、(同条への註

. 7で述べたように)、主君がいずれ(=次の収穫期に)(sek叩 derwindenした)家臣の

所領において罰金に充てるために改めて(収穫物を)差押えることが期待されてい

る(と解される)。これら二つの点は、同条における sekunderwindenが(ほんらい)

罰金徴収の手段としての(一時的)差押えである(ないし、にすぎない)ことによる

もの、と理解できるであろう。

最後にレーン法48・lの用例一一。この条項は、ある主君が、彼の家臣に知ら

せないまま後者に封与していた所領を上級主君に返還した場合、家臣が上級主君

に所領の授封更新を求めるべき「年期」がいつ始まるか、という問題を扱ってい

るが、そこでは、その(=上級主君に返還された)所領がさらに(上級主君からその)

「別な家臣」に封与され、あるいは後者がそれを sekunderwindenする(ないし、し

た)場合のことも併せて論じられており、特にそれを論じた同条の後半には(同条

への註・ 8で述べたような)問題があって、正直に言うと、その理解の仕方につい

ていまだに確信をもてない部分が残っている(たとえば、同条の後半は、「あるいは、
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かの者、す会わちぞれ(=家臣12授封されていた所領)をそこで(=その場で上級主君か

ら)封与された、あるいは(その授封にもとづき)それ(=所領)を(わがものとして)占

取する(ないし、した)(sek underwint)者(=別な家臣)がそのこと(=主君が返還した所

領を自分が上級主君から封与されあるいは(わがものとして)占取したこと一一つまり、

家臣は自分にその所領の授封更新を求めるべきこと一一以下割愛)を彼(=家臣)に命じ、

そしてそのことが(=所領を封与されないし占取した「別な家臣jが新しい主君になった

ことが、あるいは、「別な家臣jが新しい主君として)彼(=家臣)に(上級)主君の使者

によって証明される(ないし、指定された)時に(始まる)J、という理解の仕方もあり)、

その方が正しいのではないか、という疑問がそれである)。しかし、(特にこのレーン法

65・21の用例との関連で)決定的に重要なのは、上述した同条の後半が、 AV1・

113の対応箇所では次のようになっていた、ということである。「あるいは、上級

主君(自身)または(その所領を上級主君から)授封された別な者(=上級主君の別な

家臣)が、判決をもって(それまで)他の者(=所領を返還した主君)の(ものであっ

た)所領を(わがものとして)占取し(た時に)(sibi attraxerit) (これについては後註・

13を参照)、また(彼等が)農民に対して、この所領に関し(ないし、この所領をもと

に)彼(=新しい領主である自分)以外の者には、誰にも賃料(ないし、小作料)を支

払うことなく、また誰に対してもいかなる形であれ勤務(ないし、奉仕する)(seト

vi如 t)ことのないように、命令した(日に始まる)J(アンダーラインの箇所は、本稿

(10)、981頁の邦訳を一部改訂したもの)。

「レーン法J(のみならずザクセンシュピーゲル)およびAVの全巻を通じて、家臣

(または主君)がある所領を sekunderwinden (ないし sibiattrahe陪)する場合、農民

(ないし、小作人)との関係において(具体的に)どのような手続がとられるか、と

いう問題に触れているのは、(対応するレーン法48・lでは「改訂Jされて、単に回k

underwintと言われている)この箇所しかない。仮に「レーン法jで(ある所領を)sek 

underwindenすると言われる場合、それが所領を(その後)持続的に「占有J(・支

配)することだけではなく、こうした農民(ないし、小作人)に対する(領主交替の)

「宣告J(ないし、「公示J)をも含む、と理解すれば、以上に本註で(再)検討してき

たこの語のすべての用例を矛盾なく理解することができるのではあるまいか。特

に、そこで(新しい領主である)家臣(ないし、主君)が農民に宣告すべき文言とさ

れているものが、一一I(新しい領主である)自分に賃料(ないし、小作料)を支払い

勤務(ないし、奉仕)せよ」というのではなく一一「自分以外の者には、誰にも賃

料(ないし、小作料)を支払ってはならず、またいかなる形の勤務(ないし、奉仕)

をもしてはならないj、という(本条=レーン法65・21とも抵触しない)趣旨のもの

になっていることに注意されたい。

以上の検討を前提にして、本条の場合を考えてみると、ある家臣が主君から責

を問われ3度の裁判期日に召喚され(その都度3度法廷に呼び出され)たにもかか

わらずレーン法廷に出頭しなかった場合、主君はその家臣から判決をもって所領
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(の「占有権J)を剥奪する(すぐ前のレーン法65・20=AV2・28を参照)。そこで(そ

れによって所領の「占有権jを取得した)主君は、(所領の所在する現地で)農民(ないし、

小作人)に対して上述したような宣告をする(この点については、次のレーン法65・

22= AV2・30をも参照されたい)、というように理解できる(ないし、すべきな)の

ではないか。しかし、本条の場合、主君は(それ以後)l年と 1日の問(は)所領を

「利用なしにまた収益なしに」保持しなければならない、とされている。そこで、

(当然)次のような二つの疑問が生ずるであろう。①もし(最後まで)レーン法廷

に出頭せずに所領(の「占有権J)を剥奪された家臣が、それにもかかわらず所領

(ないし、小作人)から[賃料J(ないし、小作料)を徴収しつづけた場合はどうなる

のか。この場合、家臣は主君による召喚に応じてレーン法廷に出頭することを最

後まで拒んだだけでなく、自分にはもはや(その「占有権Jが)属していない所領

から「不法に」賃料(=小作料)を取り立てたのだから、主君はそれに対して何ら

かの(たとえば、少なくともその時点で直ちに家臣から所領について「すべての権利jを

判決をもって剥奪することなどの)対抗措置を講じ(ないし、講ずることができ)なけ

ればならない(はず)、と考えられるが、著者はそうした場合のこと(=主君のとる

べき対抗措置)にはまったく触れていない。(さらに、この場合、主君がその家臣を所

領のf不法な占取Jのかどで問責すべく改めてレーン法廷に召喚しでも、家臣がそれに応

じて素直にレーン法廷に出頭するとはまず考えられないであろうし、主君が「忠誠義務

違反Iのかどで家臣に対して主従関係(そのもの)を解約し、それでも家臣が主君に所領

を返還しない場合には実力に訴えて所領を奪還しようと考えるかも知れない。しかし、

後出レーン法76・3-76・8に見られる「主従関係の解約」に関する規定は、(たとえば、

主君が A方的に主従関係を解約すれば主君はその所領を失ったことになる、というよう

に)必ずしもそうした場合の主君の立場に配慮したものになってはいない)。②上述の

私見を前提にすれば、主君が家臣の(=それまで家臣に封与され家臣が「占有J(・支

配)していた)所領を sekunderwindenするというのは、まず農民(=その所領の小

作人)に対して、「自今、自分(=主君)以外の者には、誰にも賃料(ないし、小作料)

を支払ってはならず、またいかなる形の勤務(ないし、奉仕)をもしてはならな

い」、という趣旨の命令を下すことである。しかし、主君は(本条の場合)、この

所領を sekunderwindenする(ことによって、それについての「占有権jは取得する)

ものの、 r1年と 1日J(の悶は)、そ(こから)の nutとgeltを手にすることはでき
ない。農民(=小作人)は、(私見によれば)r 1年と 1日jの問には必ず「賃料J(= 
小作料)を支払うべき期日を迎えるはずであり、所領(の占有権)を剥奪された

家臣も(判決に従い)それを徴収しないとすれば、この(=その年次に農民(=小作

人)が領主に納めるべき)nutとgeltはどうなるのであろうか(つまり、農民(=小作

人)はそれを支払わなくてすむのか)。こうした疑問について、本条(だけでなく、

「レーン法I全巻)は黙して語らない。なぜであろうか、あるいは、これらの問題

についての沈黙は何を意味するのであろうか。
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以上に略述した疑問(特にそのうちの②については、もちろん、家臣が 11年と 1

日j以内に所領を引き戻せばその後に、あるいは、(家臣がそのことをなさずに)主君が

家臣から所領についての「すべての権利jを剥奪すればその後に(後註・ 10を参照)、家

臣または主君が農民から賃料(=小作料)を徴収することも可能ではあるが、それ)を解

く鍵は、 AV(後註・ 17まで)の対応箇所がもともと「家臣がそれ(=その所領)を引

き戻すのを待ちながら (expectans)Jとなっていたことにある、と考えられる。こ
のexpectansの語は、(それ自体にも「期待しながら」という合意があるが)、 AVにお

いても(判決にもとづいて)家臣の所領を(わがものとして)占取した主君は(後註・

13までの件)、 6年と 1日の問、その所領を「収益なしに」保持すべきである(後

註・ 15までの件)、とされていることを考えると、(ますます)家臣がそれまでの問

に所領を引き戻してレーン法廷で裁き(=主君による問責)に服することを「期待

しながら」という合意が強い、と解されるからであるoつまり、著者(アイケ)が

上述したような疑問に触れていないのは、 AV(2・29)や(それをもとにした)本

条(=レーン法65・21)における所領の「占取J(sek叩 derwinden)の狙い(ないし、

目的)が、もともと(家臣から所領を取り上げることにではなく)家臣に主君による

問責に服するのを強制することにあり、著者は、こうした準則を設ければ、家臣

が(一般には)所領を引き戻して主君による問責に服さざるをえなくなる、と「期

待」していたからではないか、という推定に導かれることになる。なおこうした

推定は、本条(レーン法65・21=AV2・29)にひきつづき、 sekunderwinden (ない

し、 sibialtrabere)の実施について補足した次のレーン法65・22=AV2・30を承け

て、「レーン法」と AVがいずれも(レーン法65・1= AV2・31から)ひきつづき

(所領(の「占有権J)を剥奪され、所領を主君に「占取」された)家臣が所領を 151き戻

すJ(そして、レーン法廷における裁きに服す)ための手続の記述に移っている、と

いうことによって(も)裏づけられるはずで、ある。(因みに、「ラント法Jに見られる

「地方的追放J(vervesten. vestinge)と「ライヒのアハトJ(des rikes achte)も一一「刑罰Jで

はなく一一一犯罪について訴えられた者を法廷に出頭させ(て裁判にかけ)るための強制

手段であった、と考えられることは、石川「アイゲンj、32-33頁、および、註 .204で

述べておいた)。なお以上については、後註・ 00、15-17のほかに)21で述べるこ

とをも参照されたい。

9 )この箇所の alansprakeの語は、 AV(後註・ 19の箇所)の omneiusに対応しており、

その語を含む「レーン法J(註・ 11まで)の最後の一文も、 AV(2'29、註 20まで)

の最後の一文と同じことを述べている。しかし、「レーン法」では、すぐ前(註・

6 )のところで、主君が家臣の所領を「占取」し、それを「利用なしにまた収益な

しにJ保持すべき期間が 11年と l日」とされているので、にの件で)主君が家臣
から所領についての alansprakeを判決をもって剥奪するのは、家臣から所領(の

「占有権J)を判決をもって剥奪し所領を「占取」してから 11年と 1日」家臣が所

領を引き戻さなかった時のことになるが、 AVでは(同じく)すぐ前(註・ 15まで)
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の件で、主君が「占取」した所領を「収益なしにJ保持すべき期間は r6週と 1年

の間Jとされており、さらに(註 17までの件で)主君は(その問)法に従い家臣が
所領を引き戻さすのを待たなければならない、とされているので、主君が家臣か

ら所領についての omnelUSを判決をもって剥奪するのは、家臣の所領を判決を

もって「占取jしてから r6週と l年」経過してからということになり、その点に

ついて両者の聞に r6週J(厳密に言えば、 16週マイナス 1日一一以下においては省

略)の差がある、ということを見逃しではならない。しかし、この r6週」の差の

問題については、すでに(家臣による所領の授封請求と引き戻しのための「年期」の問

題を扱った)前出レーン法42・1= AV1・104-1・107・a、註・ 2、8、10に

おいて私見を述べておいたのでそれを参照していただくことにし、ここでは以下

のことを補足しておくことにする(ただし、同条に関する私見については、後註・ 21

をも参照されたい)。

al ansprakeの語は、ここまでのところでは、上述したレーン法42・1(註・ 6の

箇所)のほか、(その直後に位置する)42・2(註・ 3の箇所)と59・2(註・ 6の箇所)

にも姿を見せる。これら 3条項のうちレーン法42・2と59・2は、 AVには対応

条項がなく「レーン法jで補足された(と目される)ものであるが、上述したレー

ン法42・1のa1ansprakeの語も、(本条の場合と同じく)AV 1・106・a(註.6の

箇所)の omneiusに対応している。 alanspratkeの語は、さらに後出レーン法66・

3(=AV2・33)と72・4(= AV3・8)でも用いられており、そのうち前者では

(本条の場合と同じく)AV (2・33)の omneiusの語に対応しているが、後者では

AV (3・8)にそれに対応する諾は見当たらない。しかし、レーン法72・4は、

主君(=城主)が城臣からその城塞レーンを判決をもって剥奪する(ないし、した)

場合、城臣はそれを r6週以内」に引き戻さなければならず、 (r6週と l年以内」で

はないことに注意。これは「城臣jの「城主Jに対する立場ないし「権利Jが、(一般の家臣

(=封臣)の主君(=封主)に対するそれよりも弱いことを示唆している)、さもなけれ

ば、「人(=城主またはその城塞法廷)は彼(=城臣)からそれ(=城塞レーン)につい

ての alansprakeを判決をもって剥奪する」としているのに対して、そのもとに

なった AV3・8は、同じ場合について、「それ(=6週)以後、(城臣が)彼(=自

分)から判決をもって剥奪された(城塞)レーンを excusareする(=年期を慨怠した

ことについて釈明し城塞レーンを引き戻す)ことは許されないj、とされている(ない

し、されていた)。本条(レーン法65・21=AV 2・29)の場合、前註.8で述べてお

いたように、すでに家臣からは所領(の「占有権J)が剥奪され、主君は(自分の手

に戻った「占有権jにもとづき、そこから nutとgeltを取得することは控えながらも)そ

の所領を(わがものとして)r占取」した上で、 r1年と 1日」家臣による所領の引
き戻しを待っているのであるから、その所領について家臣に残されている「権

利jは一一al加 sprakeないし omneiusと言っても(実質的には)一一所領を(年期

内に)引き戻す「権利」にすぎない、ということは(容易に)推定することができ
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るが、こうした推定は、レーン法72・4における alansprakeの用例を(そのもと

になった)AV3・8と比較することによって、さらに裏づけることができるので

ある。

(なお、 (AVに対応条項のない)前出レーン法14. 2では、家臣がその所領を主君の前

で他の主君から受領したと主張すれば、彼はその所領について「いかなる権利をもj

(nen recht)もたない、と言う。また、前出レーン法17=AV 1・43は、主君がある家臣

に封与されていた所領をその家臣が居合わせるところで別な家臣に封与した場合には、

その家臣が(正式に)異議を申し立てなければ、彼はその所領について「いかなる権利を

もJ(nen recht = nil iuris)もたない、と言う。また、前出レーン法24・2= AV 1・52は、

家臣が(所領の「相続Jないし「授封更新請求jを求める際に)封与されるべき所領を直ち

に(具体的に)申告できない場合、 14夜の猶予期間が与えられるが、家臣が(その)14夜

後に申し立てなかったものについては、もはや「いかなる権利をもJ(nicht mer rechtes = 

nil山ris)もたない、と言う。以上に本条(レーン法65・21=AV2・29)のalansprake = 

O即時lUSの語について述べたことから、これらの条項における recht= iusの語も、所領

についての (r実体的権利」ではなく)(少なくとも、主にH請求権J、それも特に「所領

の引き戻しを求める権利jを指す、と解することができょう)。

10) verdelenの語については前註・ 2を参照されたいが、この箇所のそれは AV(後

註.20の箇所)の abiudicareに対応している。

11)以上のレーン法65・21e (それに対応する)AV2・29の異同一一ー特に(前註・ 6と

9で述べたlrl年と 1日」と 16週と l年jの問題ーーについては、次註・ 12以

下において後者に検討を加えた上で後註・ 21でも補足するので、同註をも参照さ

れたい。

12) ここでは、 I(主君が)使者によって(この所領を(わがものとして)占取すべきであ
る)J、とされているが、この点については前註・ 4を参照されたい。

13) この箇所では、 sibiattrahereの語が「レーン法J(註・ 8の箇所)の sekunderwinden 

に対応して用いられているが、それについては、前註・ 8を参照されたい。

なお、「レーン法JのsekunderwindenにAVのsibiattrahereの諸が対応している

のは、本条(レーン法65・21=AV2・29)のほかに、(前註・ 8で詳述した)前出レー

ン法48・1= AV 1・113、(本条の直後につづく)レーン法65・22=AV2・30(の

2箇所)であるが、逆に AVのsibiattrahereの誇は「レーン法jで常に sekunder-

windenと(独)訳されているとは限らない。(具体的には)前出 AV1・44の sibi

attrahereの語一一本稿(4)、 717頁(2行目)の邦訳では I(父のレーンを)取得し」
(Text 1， Glossar， S. 125では sicherwerben)とあるところーーは、(対応する)レーン法

20・1では beerven(本稿(4)、 718頁の邦訳(上から 2行目)ではr(彼の父のレーンを)
相続し」とあるところ)と(独)訳されている(し、これは生まれたばかりの幼児の「権

利jに関する記述であるから、「レーン法」の文の法がより厳密で紛れがない)。

さらに、「レーン法」の sekunderwindenのもとになった(と考えられる)AVの語
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は、この sibiattrahereには限らない。(前註.8で指摘しておいたように)、前出レー

ン法10・4と65・8のsekunderwindenのもとになったのは、 AV1 .31と2・10

のinsua accipereの語である(と考えられる)が、後出レーン法68・4のそれのも

とになったのは AV1・49のiniuri叩の語であり、前出レーン法10・5のsekun-

derwindenのもとになったのは AV1・32のpossidereの語である(と考えられるし、

その possidereの語がこれ以外の箇所において sekunderwindenと(独)訳されている例は

ない 具体的には、 AV1・27のそれはレーン法10・1でmw町田 hebben，AV 1・40

のそれはレーン法14・1でbesitten、AV1・103のそれはレーン法13・lで叩 sinen

weren hebbenとなっている )。さらに、(これも前註・ 8で述べておいたように)、

レーン法7・7、14・4、33・l、57・2、57・3のsekunderwindenの諾が、

(AVに対応する条項や文のない、つまりIIレーン法」で補足ないし改訂された(と目

される)箇所に姿を見せることを考え合わせると、 sekunderwindenの語は、 (fラン

ト法jにおける省察を経てIIレーン法」で(一つの)f術語jとして用いられるにい

たったもの、と考えなければならないであろう。

14) この箇所の f6週と 1年の間」と「レーン法J(前註・ 6の箇所)の f1年と 1日Jの
間に見られる f6週」の差については、前註.6と9、および、後註・ 21を参照

されたい。

15) この箇所 (absqueredditibus)のredditiの語は、 Text1 ， Glossar (S. 140)によれば

Einkunfteの意味であり、「レーン法J(前註・ 7の箇所)の(皿e)nut unde (ane) gelt 
に対応しているが、(前註・ 7で述べた)レーン法14・lの (swedat) in nut unde in 

gelde (hevet)の語は、 AV1・40の (siquis) agri censum (accipit)に対応していた

ことを想起されたい。

16) この箇所の secundumiusに対応する語は「レーン法J(65・21)には見当たらない

が、この語は行末にあって前行末の redditibus(前註.15を参照)と韻を踏んでいる

から、 AVではもともと韻を踏むために加えられたものにすぎ(ず、それがなくて

も文意は変わら)ない、と推量される。

17) (前註・ 15のあと)ここまでの文については、前註・ 8で述べたことを参照された

し迎。

18) incusatusの語については、前出レーン法65・1= AV 1・133(前半)、註・で m-

cusatlOの語について述べたことを参照されたい。

19) この箇所の omneIUSの詩は「レーン法J(前註・ 9の箇所)のa1anspr球eに対応し

ているが、それについては前註・ 9で述べたことを参照されたい。

20) この箇所のめiudicareの語は「レーン法J(前註・ 10の箇所)の verdelenに対応して

いるが、それについては前註・ 2を参照されたい。

21)以上の検討によって、レーン法65・21とAV2 .29は、若干の(表現上の)相違(た

とえば、「レーン法」では家臣の所領について「彼の家臣から判決をもって剥奪されたJの

語と主君が判決を問う手続が補足され、逆に(前註・ 8で述べたように)AV (註・ 17ま
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で)の「家臣がそれ(=所領)を引き戻すのを待ちながら」の文が削除されるなど)はあ

るものの、(前註・ 6と9、および、 14で指摘した)11年と 1日jと16週と l年Jの

相違を除けば、(基本的には)同じことを述べている、と解することができる。し

かし、この 11年と 1日jと16遡と l年」の相違は、(前註・ 9で指摘しておいたよ

うに)、主君が(レーン法廷に召喚されたにもかかわらず最後まで出頭しなかった)家臣

からいつ所領についての「すべての権利」を(判決をもって)剥奪することができ

(家臣がもはや所領を引き戻すことができなくな)るのか、という問題にかかわるの

で、それを単に(あるいは、突っこんだ検討を抜きにして)1表現上の相違jと片づけ
るわけにはいかない。

この問題については、すでに前出レーン法13・1= AV 1 . 103、註.3、14

・4(AVに対応条項なし)、註.4、59・2(AVに対応条項なし)、註 .4などで私

見を述べておいたが、私は目下この「ザクセンシュピーゲル・レーン法邦訳Jの
傍ら、「ザクセンシュピ}ゲルにおける 6週の期間J(仮題)についての論文を準備

し、そこで (AVおよび「ラント法Jを含めて)ザクセンシュピーゲル(全巻)に見ら

れるr6週」の期間について検討した上で、この問題について最終的な結論を得
たい、 と考えている。したがってここでは、 とりあえず、(いわばその「中間報告」

をも兼ねて)上記の諸条項の訳註で述べた私見に以下のことを補足するにとどめ

たい。

まず、 AVで 16週と 1年jの期間が姿を見せるのは、前出 1・21、 1. 32、

1・42、1・45、1・59、1・61、1・64(16週と 13年J= 16週と I年」プラス

112年J)、1・89、1・90、1・95、2・10、(この)2・29の諸条項であるが、

[レーン法」の対応条項では、それが(上述の順に)1彼の法定年期J(57・1)、 11

年と 1日J(10・5)、16週と 1ijo J (16)、11年と 1日J(22・1)、 11年と l年」
(25・2)、 16週と 1年J(25・3.後段)、 113年と 6週J(=112年」プラス 11年と 6

週J)(26・1)、「彼等の年期J(35・1)、「彼等の年期J(35・2)、I(彼の)年期J(39・
1 )、 11年と 1日J(65・8)、 11年と 1日J(この65・21)、となっている。つまり、

「レーン法」では、 AVで 16週と I年」とされていたものが、①そのまま維持さ

れている(16、25・3(後段)、 26・lーーなおこのほかに、 AV1・103で17週と l

年jとあったものが、レーン法13.1では 16週と l年」に改められている)か、⑥11

年と 1日」に改められている(10・5、22・1、25・2、65・8、65・21)か、ある

いは、①I(法定)年期J(という抽象的表現)に改められている (35・I、35・2、39

・1、57・1)かのいずれかである、ということになる。

これらの「レーン法」における用例のうち、特に注目されるのは@の 11年と

l日」に改められたケースである。(この 11年と 1日」という期間は、上述したよう

にAVには見られず、「ラント法J一一一たとえばrechtewere概念を「定義Jした2・44

lなど にはじめて姿を見せるものであるが、ここではそのことを指摘するだけにと

どめ、「ラント法jにおける用例には立ち入らない)。それらのケースのうち、レーン
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法10・5は、 (wardungeを封与されていて)主君による所領の(占有)指定(ないし、

特定・明示)を矩まれた家臣がその問(主君による正式の異議申立なしに)所領を占

有(・支配)していれば、それ以後主君が家臣からその所領を取り上げることがで

きなくなる期間、 25・2は、又家臣が上級主君に所領の授封更新を求めた場合、

上級主君がその間に又家臣に(誰か自分の家臣の中から)新しい主君を指定しなけ

れば、それ以後上級主君が又家臣に(自分以外の)新しい主君を指定することがで

き(ず、自ら直接にその家臣に所領を授封しなければなら)なくなる期関が (AVのr6

週と 1年jからJr1年と 1日jに改められたものであり、いずれも(上級)主君が

ある(法的)行為をなすべき期限にかかわることが注目される。それに対して、

レーン法22・lは、(直接には)(死亡した家臣の)息が主君に対して(亡父のもので

あった)所領の授封を求めるべき期間を (AVのr6週と l年JからJr1年と 1日j

に改めたものであるが、これも、家臣がある(法的)行為をなすべき期限にかか

わっている。また、レーン法65・8と(この)65・21は、(レーン法廷への不出頭の

かどで)所領(の占有権)を(判決をもって)剥奪された家臣がその所領を円|き戻

すJべき期間をr1年と 1日Jに改めたものであり、これも、 (22・1と何じく)家
臣がある(法的)行為をなすべき期限にかかわっている。(なお、以上⑥に属する 5

条項の用例のうち、レーン法10・5と25・2は、 r1年と 1日Jの経過後に主君のとるべ
き(ないし、とりえない)措置が明示的に述べられているので、主君にとっては(ある法

的行為をなすべき「期限」が実質的にも AVよりも「短縮Jされている、と解される)。

そこで(以上の点に注意して)、「レーン法」で「家臣の年期jが問題になる①の

用例について検討してみると 。レーン法35・1は、父の存命中に子たちに

父の所領を共同で封与されたにもかかわらず、(実際には)最後まで父だけがその

所領を占有(・支配)していた場合、子たちが父の死後主君にその所領の承認を

求めるべき「期限」が (AVのi6週と 1年からJ)r彼等の年期Jに改められており、

(それにつづく)35・2では、(前条と同じケース、ただし)子たちがその所領につい

て父と共同でまた同じ(=均等な)ゲヴェーレ(=占有権)を封与されていた場合

(に主君が父の死後子たちにその所領の承認を拒んだ場合)は、子たちが主君に対して

その所領(が自分たちに封与された所領であること)を(証人により)立証すべき「期

限Jが(同じように)f彼等の年期」に改められている。また39・1は、家臣から
彼の所領がレーン法廷の判決をもって剥奪された場合(これは、もちろん、レーン

法65・20-(この)65・21のケースをも含む場合であるが、このケースについてはやがて

④に属する用例に関連して改めて論ずる)、あるいは、家臣が主君に所領を返還し

た場合について、家臣は(所領についての)ゲヴェーレ(=占有権)を欠く、とした

上で、そのうちの後(=所領の返還)の場合について、ただし「彼の年期j内は、

家臣は主君に対して所領の返還を否認(つまり、(事実上)撤回)することができる、

としており、この条項の「彼の年期」も、家庄がある(法的)行為(=所鎮の引き戻

し)をなすべき「期限」を指している、と解される。最後に(前註.8でも触れた)
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57・1は、 gedingeに関して、それまで所領を占有(・支配)していた家臣が死亡

した場合、所領のゲヴェーレ(=占有権)がgedinge権者に直ちに帰属すること

を強調した上で、主君がgedingeの封与を認めない場合について、家臣が「彼の

適法な(ないし、法定の)年期」内に主君にそれを想起させる手続をとることをそ

の(あるいは、家臣が所領を一一主君の承認なしに一一占取する)ための要件として

いる。この「彼の適法な(ないし、法定の)年期」も、家臣がある(法的)行為(=

所領の占取)をなすべき「期限jを指していることは言うまでもあるまい。

これら①に属する用例は、以上のようにいずれも家臣がある(法的)行為をな

すべき「期限」にかかわるので、@に属する用例について述べた上記・私見にも

とづき、それはー-fレーン法」で改められた著者の見解によれば 具体的

には r1年と 1日jということになる、と想定してみることにしよう o そうする

と、@に属する用例のうち特にレーン法39・1のそれが、次の点できわめて興

味深いものとなる。この条項は(上述したように)家臣が主君に所領を返還した場

合、家臣は主君に対して「彼の(所領を引き戻すべき)年期」内は所領の返還を否

認(ないし、撤回)することができる、としている。それに対して、(上記用例中①

に属する)レーン法16は、ある主君が家臣に封与していた所領を(一旦)上級主君

に返還(または、売却)し、それを(上級主君から)再び受領した場合について、家

臣はその所領を主君から改めて受領するに及ばない、とした上で、「彼(=主君)

が6週と l年(の間)それ(=その所領)についてゲヴェーレ(=占有権)を欠いて

いる(ないし、いた)J場合を例外としている。これは(主君と上級主君の聞につい

ては)上記・レーン法39・1で扱われていたのと同じケースであり、著者(アイ

ケ)がこのレーン法16においてはAV(I・ 42)のf6週と I年Jという期間をそ

のまま維持していることになる。上述した私見は間違っているのであろうか。

私はそうは考えない。

このレーン法16についてわれわれが注意しなければならないのは、そこでは

f6週と l年」の期間が、主君が上級主君に対して所領の返還を(撤回してそれを)

引き戻すための「期限」ではなくて、(主君が上級主君から所領を再び受領した場合

に)家臣が改めて主君から所領を受領すべき期間の「始期jになっている、とい

うことである。そこで、特に以上の点に焦点をしぼって、上記・①の用例に属

するレーン法25・3(後段)について検討してみると一一。この条項は、 f(家臣に

は)国王から(数えて、その)下にあるシルトの数と同じ数だけ、彼の所領の授封

更新を求めるべき年期がある」とした上で、「それらの各々について6逓と 1年j、

と明言しているo しかし、この直前に位置するレーン法25・3(前段)(= AV 1・

60)は、「息をもっ主君が死亡する(ないし、した)場合、家臣は、彼の幼少の主君

の(=幼少の主君が上級主君に所領の授封を希求すべき一一アンダーラインの筒所は、

本稿 (5)、1007頁の邦訳を改めたものである)年期内は、上級主君に対して所領(の

授封更新)を希求すべきではないj、としている。この条項の f(彼の幼少の主君の)
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年期」も、家臣にとっては彼が上級主君に対して所領の授封更新を求めるべき

(ないし、求めることのできる)期間の[始期」になっている。

さらに、(対応する AV1・104-1・107・aに一一「根本的なjと言えるほど一一

大きな改訂を施した)前出レーン法42・lは、「主君が家臣を、彼(=家臣)は彼の

(==その主君から家臣の亡父に封与されていた、あるいは、前の主君からその家臣(本人)

に封与されていた)所領(の授封、あるいは、授封更新)を希求すべき、または、(家

臣が主君に返還した、あるいは、家臣から判決をもって剥奪された所領を)引き戻すべ

き年期を悌怠したとしてその責を問う(=家臣に対して年期の僻怠を非難し、その

ことを理由に所領の授封ないし引き戻しを拒む)場合、家臣はそれについて雪菟宣

誓を行う(=宣誓を行って主君の非難を却ける)ことができる」、としている(アン

ダーラインの箇所は、本稿 (8)、216頁の邦訳を改訂したもの一一以下同様)。同条は、

ひきつづき、「主君がその場合、彼(=家臣)から(彼=家臣が所領を希求しあるいは

引き戻すべき)年期の(経過)後に彼(ニ主君)の家臣たちの前で(=主君のレーン法

廷で)その所領についてのすべての権利(ないし、請求権)(aI叩sprak:e)が判決を

もって剥奪されたこと(前註.9を参照)を証人により立証しえない限りJ、と言

う。同条では、家臣が所領(の授封)を「希求する」ための「年期jだけでなく、

所領を円|き戻す」ためのそれも併せて問題になっており、しかもその「年期の

(経過)後にj家臣から所領についての「すべての権利」が(判決をもって)剥奪さ

れていなければ、主君は家臣の雪菟宣誓を却け(て、(最終的に)家臣からその所領

を取り上げ)ることはできない、とされている。それを本条(=レーン法65・21)

と照らし合わせて考えると、同条における家臣の「年期jは(具体的には)11年

と1日Jであり、さらに(上述した)レーン法16と25・3(後段)の 16週と l年j

の「年期Jは主君が所領についての alansprak:eを失うまでの期間、と解すること
ができるのではないか。(したがって、本条=レーン法65・21において、家臣から所

領についての alansprakeが剥奪されるのも、家臣がr1年と一日J(つまり、所領を引き
戻すべき「年期J)の問に所領を引き戻さなかった場合、その後r6週」を経て、という
ことになるのではないか)。

(なお、上述したレーン法42・lの邦訳の「改訂jは、主に本稿 (8)では同条のscul-

degetの語を(レーン法65・l以下の諸条項で詳述されているような手続でJr問責する」

の意味に解していたものを、上述のように(単にJr責を問う(=家臣に対して年期の慨

怠を非難し、そのことを理由に所領の授封ないし引き戻しを拒む)J、と解さなければな

らないことに気づいたことに伴うものである。同条は一一上述したように レーン

法65・20-(この)65・21のケースのように、家臣が主君からレーン法廷に召喚された

にもかかわらず出頭せずに所領を(判決をもって)剥奪された場合をも含んではいるが、

それ以外にも、息による(亡父の)所領の「相続」、(主君交替の際のJr授封更新請求Jを

も扱っており、これらの場合、および、(自発的に)所領を主君に返還した家臣による所

領の返還の場合には、家臣の[年期J(ないし、 l年と 1日の期間)が経過しでも、主君
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は家臣をレーン法廷に召喚して「問責手続」に入る必要がなく、それから f6週」後に

レーン法廷で家臣の所領についてのalansprakeを(判決をもって)剥奪することができ

る、と考えられるからである。なお、前出レーン法42・lの註・ l、3、8、および、

42・2には以上の (=42・1のsculdegetの語を「問責する」と解した)ことにかかわる

(誤った)記述があり、それももちろん「改訂Jを必要とするが、ここではそのことだけ

を指摘して、具体的な修正(点)については省略させていただ、くことにする。

また、 f6週の l年」の期間は、以上に検討した以外にも、①の用例に属するレーン

法13・Iと26・Iに見られる。この両条項の f6週と l年Jの期間も、上述したように

解釈することは可能と思われるし、そのうち26.1は幼少の家臣が「成熟期J(=満12

歳)に達してから(亡父の遺した)所領(の授封)を希求すべき期間について述べたもの

であり、また13・lは家庄が「相続jおよび「授封更新請求Jによって所領を授封された

場合を含んでいるので、いずれも、たった今述べたように、仮に家臣がf1年と 1日j

のf年期Jを僻;怠しでも、主君が(その時点で)家臣を(レーン法廷に召喚して)問責す

る必要のないケースである(ないし、そうしたケースを含んでいる)。しかし、私には

今のところこの両条項について、(レーン法16や25.3・後段について述べたような)決

定的論拠を挙げることができないだけでなく、特にレーン法13.1のf6週と 1年」に

ついては、 AVのf7週と 1年Jをそのように改めていること、および、「ラント法」に

おける rechte(ge)were概念の「定義jとの関連もあるので、ここではさらに立ち入って

検討することを断念せざるをえなかった)。
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